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『奥町メソッド 弁理士試験 知的財産法総整理』

法令等の改正に伴う変更のお願い

■ 平成２４年に著作権法及びＰＣＴ規則が、平成２６年に特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び著作権法が改正されておりますので、下記のように変更してご利用ください。

※ 平成２６年改正法のうち、「著作権法の一部を改正する法律」は平成２７年１月１日から施行され、「特許法等の一部を改正する法律」については公布日〔平成２６年５月１４日〕から起算して
１年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。

該当箇所 変 更 前 変 更 後

２３頁 ６行目～１３行目 特許法の保護対象である発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをい

う、と定義されている（特２①）。発明の定義に関して、特許法では、学説判例に委ねざるを得な

い面も少なくないが、幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようという趣旨から定義規

定が設けられている。同様に、実用新案法の保護対象である考案（物品の形状、構造又は組合せに

係る考案）、意匠法の保護対象である意匠、商標法の保護対象である商標、著作権法の著作物等の

定義規定が設けられている（実①、意２①、商２①、著２①一）。

特許法の保護対象である発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをい

う、と定義されている（特２①）。発明の定義に関して、特許法では、学説判例に委ねざるを得な

い面も少なくないが、幾分でも法文上明瞭なものとして争いを少なくしようという趣旨から定義規

定が設けられている。同様に、実用新案法の保護対象である考案（物品の形状、構造又は組合せに

係る考案）、意匠法の保護対象である意匠、商標法の保護対象である商標、著作権法の著作物等の

定義規定が設けられている（実２①、意２①、商２①、著２①一）。なお、商標法の保護対象につ

いては、我が国企業が、我が国で保護対象とされていなかった「①色彩（のみ）、②音、③動き、

④ホログラム、⑤位置」の各商標の海外諸国での出願や権利化を進めるケースが増加し保護ニーズ

が顕在化していたことや、これらが保護対象となれば権利行使が可能となるほかマドリッド協定議

定書の仕組みを利用して複数国への一括出願が可能となるといった実益が生ずることに鑑み、商標

の定義が見直され、色彩のみや音からなる商標を保護対象とすることになった（平２６改正商２①）。

２４頁 図２－２

商標法

商標＝標章であって、次の①又は②に掲げるもの
【標章＝文字、図形、記号、立体的形状、これらの結合、これらと色彩

との結合】
①業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品につき使用す
るもの

②業として役務を提供・証明する者がその役務につき使用するもの
（上記①を除く）

商標法

商標＝標章であって、次の①又は②に掲げるもの
【標章＝人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、

立体的形状、色彩、これらの結合、音その他政令で定めるもの】
①業として商品を生産・証明・譲渡する者がその商品につき使用す
るもの

②業として役務を提供・証明する者がその役務につき使用するもの
（上記①を除く）

２９頁 ７行目～１６行目 また、役務関係では、商標法２条３項３号～８号に規定され、役務の提供に当たりその提供を受

ける者の利用に供する物に標章を付する行為（３号）、役務の提供に当たりその提供を受ける者の

利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為（４号）、役務の提供の用に供す

る物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為（５号）、役務の提供に当たりその提

供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為（６号）、電磁的方法により行う映像

面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為（７号）、商品若

しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又は

これらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為（８号）をいう。

また、役務関係では、商標法２条３項３号～８号に規定され、役務の提供に当たりその提供を受

ける者の利用に供する物に標章を付する行為（３号）、役務の提供に当たりその提供を受ける者の

利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為（４号）、役務の提供の用に供す

る物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為（５号）、役務の提供に当たりその提

供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為（６号）、電磁的方法により行う映像

面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為（７号）、商品若

しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又は

これらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為（８号）をいう。

さらに、平成２６年法改正により、音の標章を発する行為が商標の使用の定義に追加された（商

２③九･十・２④一･二新設）。
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３０頁 １２行目～１９行目 ❶ 法人でない社団等の手続能力

特許法においては、法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものは、そ

の名において次に掲げる手続（３つの事項）ができる（特６①）。実用新案法で同様の規定（実２

の４）があり、意匠法・商標法では、特許法６条を準用・読替準用している。

(a) 出願審査の請求

(b) 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求

(c) 特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審の請求

❶ 法人でない社団等の手続能力

特許法においては、法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものは、そ

の名において次に掲げる手続（４つの事項）ができる（特６①）。実用新案法で同様の規定（実２

の４）があり、意匠法・商標法では、特許法６条を準用・読替準用している。

(a) 出願審査の請求

(b) 特許異議の申立て

(c) 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求

(d) 特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審の請求

３１頁 １０行目～１１行目 特許法７条２項・３項の例外としては、相手方請求の審判・再審手続の場合であり、この際には

前記同意は不要である（特７④）。

特許法７条２項・３項の例外としては、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方請求の審

判・再審手続の場合であり、この際には前記同意は不要である（特７④）。

３４頁 ８行目～１０行目 特許庁長官又は審判官は、中断した①審査、②審判又は③再審の手続を受け継ぐべき者が受継を

怠ったときは、申立て又は職権で、相当期間を指定して受継を命じなければならない（特２３①〔実・

意・商で準用〕）。

特許庁長官又は審判官は、中断した①審査、②特許異議申立てについての審理・決定、③審判又

は④再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立て又は職権で、相当期間を指定して

受継を命じなければならない（特２３①〔実・意・商で準用〕）。

３７頁 １行目～６行目 ⓫ 特許証の交付

特許庁長官が特許権者に対し特許証を交付するのは、次の３つの場合である（特２８①）。

(a) 特許権の設定の登録があったとき

(b) 特許法７４条１項による請求に基づく特許権の移転の登録があったとき

(c) 願書に添付した明細書等の訂正審決が確定しその登録があったとき

⓫ 特許証の交付

特許庁長官が特許権者に対し特許証を交付するのは、次の３つの場合である（特２８①）。

(a) 特許権の設定の登録があったとき

(b) 特許法７４条１項による請求に基づく特許権の移転の登録があったとき

(c) 願書に添付した明細書等の訂正決定･審決が確定しその登録があったとき

３７頁 下から７行目～

下から４行目

❶ 手続の補正――補正時期

特許出願についての手続の補正は、原則として、特許庁に係属中は可能である（特１７①本文）。

ただし、明細書等の補正は、特許法１７条の２・１７条の３・１７条の４に規定の場合のみ可能であ

る（特１７①但書）。

❶ 手続の補正――補正時期

特許出願についての手続の補正は、原則として、特許庁に係属中は可能である（特１７①本文）。

ただし、明細書等の補正は、特許法１７条の２・１７条の３・１７条の４・１７条の５に規定の場合の

み可能である（特１７①但書）。

３８頁 図２－１２

通常の特許出願
原則として特許庁に係属中に手続補正可能（特１７①本文）
明細書等 → 特１７の２・１７の３・１７の４の場合のみ補正可能

（特１７①但書）
通常の特許出願

原則として特許庁に係属中に手続補正可能（特１７①本文）
明細書等 → 特１７の２・１７の３・１７の４・１７の５の場合のみ

補正可能（特１７①但書）

３８頁 図２－１２

実用新案登録出願等

原則、特許庁係属中に手続補正可能（実２の２①本文）

明細書等 → 出願日から政令期間（１ヶ月内）のみ補正可能
（実２の２①但書）
〔出願日とは実際の出願日であって優先日ではない。補正期間の

延長は不可。実３２の場合とは異なる。明細書・図面は１ヶ月
を超えても実６の２の期間内なら補正可能〕

実用新案登録出願等

原則、特許庁係属中に手続補正可能（実２の２①本文）

明細書等 → 経済産業省令で定める期間補正可能
（実２の２①但書）
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３８頁 図２－１２ みなし国際出願

（実用新案）
所定の決定の日から１ヶ月の間手続補正可能（実４８の１６） （ 削 除 ）

３８頁 図２－１２

意匠登録出願等
事件が①審査・②審判・③再審に係属中手続補正可能

（意６０の３）
意匠登録出願等

事件が①審査・②審判・③再審に係属中手続補正可能

（意６０の２４）

３９頁 下から２行目～

下から１行目

明細書等の補正に関するいくつかの注意点がある。再審でも、補正の機会がある（特１７４①･

１５９②･５０）。

明細書等の補正に関するいくつかの注意点がある。再審でも、補正の機会がある（特１７４②･

１５９②･５０）。

４２頁 下から１４行目～

下から１行目

➏ 要約書の補正

特許出願人は、原則として、特許出願の日から１年３ヶ月以内に限り、願書に添付した要約書に

ついて補正できる（特１７の３本文）。要約書は、出願日から１年６ヶ月経過後に行われる出願公開

の際に併せてその内容を公開することにより、特許情報へのアクセスを容易にすることを目的とし

て提出を義務づけたものであり、権利関係には何ら影響を与えるものではない。

ただし、優先権主張を伴う場合には、特許出願の日が最先優先日（優先権の主張の基礎とした出

願の日のうち最先の日）となるので、要約書を補正できるのは、１年間の優先期限の末日に出願す

ると、優先日から１年３ヶ月以内、すなわち現実の特許出願日からは３ヶ月以内に限られる（特１

７の３かっこ書）。また、出願公開の請求があった後は、要約書の補正ができない（特１７の３かっ

こ書）。

実用新案法では、事件が特許庁に係属中、及び実用新案登録出願の日から１ヶ月（政令で定める

期間）以内に要約書の補正ができる（実２の２①）。

➏ 要約書の補正

特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正できる

（平２６改正特１７の３）。

実用新案法では、事件が特許庁に係属中、及び経済産業省令で定める期間内に要約書の補正がで

きる（平２６改正実２の２①）。

４３頁 ３行目～５行目 ➐ 訂正に係る明細書等の補正

訂正に係る明細書・図面について補正できる期間は、無効審判の際及び訂正審判の際それぞれに

おいて、図２-１５の通りである（特１７の４①②）。

➐ 訂正に係る明細書等の補正

訂正に係る明細書・図面について補正できる期間は、特許異議申立ての際、無効審判の際及び訂

正審判の際それぞれにおいて、図２-１５の通りである（平２６改正特１７の５①～③）。平成２６年法改

正により、特許異議申立制度を創設（特１１３）したことに伴い、特許異議申立ての際の訂正に係る

明細書等の補正期間が追加された。

４３頁 図２－１５

無効審判の際
特１７の４①（次の６つの期間）

⇒ 特１３４①・１３４②・１３４の２⑤・１３４の３・１５３②・
１６４の２②の期間

訂正審判の際
特１７の４②

⇒ 結審通知まで・再開後さらに結審通知まで

特許異議申立ての際
特１７の５①（次の２つの期間）

⇒ 特１２０の５①・１２０の５⑥の期間

無効審判の際
特１７の５②（次の６つの期間）

⇒ 特１３４①・１３４②・１３４の２⑤・１３４の３・１５３②・
１６４の２②の期間

訂正審判の際
特１７の５③
⇒ 結審通知まで・再開後さらに結審通知まで
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４３頁 下から５行目～

下から１行目

これに対し、訂正請求・訂正審判請求又は実用新案についての訂正できる期間は、図２-１６の通

りである。前記の訂正明細書等の補正期間と同様の期間であるが、異なるため混乱し易く、比較の

ためここで示しておく。平成２３年法改正により、訂正請求等の期間についても、前記の訂正明細

書等についての補正期間と同様に改正されている。

これに対し、訂正請求・訂正審判請求又は実用新案についての訂正できる期間は、図２-１６の通

りである。前記の訂正明細書等の補正期間と同様の期間であるが、異なるため混乱し易く、比較の

ためここで示しておく。平成２３年法改正により、訂正請求等の期間についても、前記の訂正明細

書等についての補正期間と同様に改正されている。また、平成２６年法改正により、特許異議申立

制度が創設されたことに伴い、訂正審判請求できる時期が改正された（特１２６②）。

４４頁 図２－１６

訂正審判請求

特１２６②の期間
⇒ 無効審判の特許庁係属時から審決確定までの間以外に、

請求可
※ 請求項ごとに請求された場合はそのすべての審決が

確定するまで請求不可（特１２６②かっこ書）

訂正審判請求

特１２６②の期間
⇒ 特許異議申立て又は無効審判の特許庁係属時から決定又は審

決確定までの間以外に、請求可
※ 請求項ごとに申立て又は請求された場合はそのすべての

決定又は審決が確定するまで請求不可（特１２６②かっこ書）

４４頁 １行目～３行目 ➑ 商標登録出願等の手続の補正

商標・防護標章登録出願等の手続補正ができる時期は、事件が、①審査、②審判、③再審、④異

議申立ての審理に係属中のときである（商６８の４０①）。

➑ 優先権主張書面の補正

平成２６年法改正により、国際的な法制度に倣い、災害（海外のものも含む）等のやむを得ない

事由が生じた場合には、迅速な手続期間の延長を可能とする等、制度利用者の利便性の向上に資す

る救済措置の整備が行われた。そして、その一環として、優先権の主張をする旨の書面について、

出願と同時でなくとも一定期間内であれば提出できるものとし、その補正についても、一定期間内

（経済産業省令で定める期間内）に限りできるものとされた（平２６改正特１７の４新設、特４１④等）。

これは、従来法では優先権の主張をする旨の書面の補正について特段の期限が設けられていなかっ

たが、手続の安定性を高めるべく、特許手続の統一化・簡素化を目的とする特許法条約に倣ったも

のである。

➒ 商標登録出願等の手続の補正

商標・防護標章登録出願等の手続補正ができる時期は、事件が、①審査、②審判、③再審、④異

議申立ての審理に係属中のときである（商６８の４０①）。

５４頁 下から４行目～

下から１行目

（２）新規性喪失の例外規定

発明・考案の新規性喪失の例外規定（特３０、実１１①〔準特３０〕）、及び意匠の新規性喪失の例外

規定（意４）の適用を受けるための要件は、図２-２３の５つである。

（２）新規性喪失の例外規定等

❶ 新規性喪失の例外

発明・考案の新規性喪失の例外規定（特３０、実１１①〔準特３０〕）、及び意匠の新規性喪失の例外

規定（意４）の適用を受けるための要件は、図２-２３の５つである。

５５頁 １０行目～１１行目 意匠の新規性喪失についての証明書の提出期間が以前は短かったが、平成１８年改正により特許

法と同期間となっている。

意匠の新規性喪失についての証明書の提出期間が以前は短かったが、平成１８年改正により特許

法と同期間となっている。なお、証明書の提出期間については、平成２６年法改正により、不責事

由の場合の追完規定が新設された（特３０④、意４④）。

➋ 出願時の特例

商標法では、政府等が開設する博覧会等へ出品した商品又は出展した役務について使用をした商

標について所定期間内に出願した場合には、出願時の特例を受ける規定がある（商９①）。その場

合、所定の証明書を出願日から３０日以内に提出しなければならないが（商９②）、平成２６年法改正

により、証明書の提出についての不責事由による追完規定が新設された（平２６改正商９③）。
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５６頁 図２－２４
１８号 立体的形状（機能確保不可欠）のみからなる商標

１９号 国内・外国周知著名商標

１８号 商品等が当然に備える特徴（政令で定めるもの）のみからなる商標

１９号 国内・外国周知著名商標

※ ３号については、国際機関と関係があるとの誤認を生じない商標の除外規定が設けられた（平

２６改正商４①三イ・ロ）。１８号については、音の商標等の保護対象の拡充等に伴う改正がなさ

れた（平２６改正商４①十八）。

６５頁 １５行目 ➍ 仮通常実施権の登録の効果 ➍ 仮専用実施権の登録の効果等

６８頁 ２行目～５行目 ❶ 外国語書面出願

外国語書面出願の翻訳文提出期限は、特許出願の日から１年２ヶ月以内である（特３６の２②本

文）。特許出願の日とは、優先権主張を伴う出願では優先日をいう（特１７の３かっこ書）。

❶ 外国語書面出願

外国語書面出願の翻訳文提出期限は、特許出願の日から１年２ヶ月以内である（特３６の２②本

文）。特許出願の日とは、優先権主張を伴う出願では優先日をいう（平２６改正特３６の２②本文かっ

こ書）。

６８頁 下から５行目～

下から１行目

➋ 出願日の認定・補完命令等

特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を

提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない（商５の２①）。防護標章でも、第

５号を加えて読替準用している（商６８①）。

➋ 商標登録出願・出願日の認定・補完命令等

平成２６年改正により、色彩のみや音からなる新しい商標が保護対象に追加されたことに伴い、

出願日に際して、その商標を受けようとする旨を願書に記載し、その商標に関する詳細な説明の記

載や所定の物件（例えば音の商標の場合、その音を記録したＣＤ等）の提出に関する義務を課す規

定が新設された（平２６改正商５②一～五・５④）。また、詳細な説明や所定の物件は、その商標の

内容を特定するものでなければならないとし、その要件を満たさない出願は拒絶対象とされる（平

２６改正商５⑤･１５）。

特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を

提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない（商５の２①）。防護標章でも、第

５号を加えて読替準用している（商６８①）。

７５頁 下から７行目～

下から１行目

図２-２９中の【要件１】の特定の組合等とは、事業協同組合その他の特別法で設立の組合及びそ

れ相当外国法人であり、法人格を必要とし、特別法で正当理由なく構成員の加入を拒まない等の定

めが必要である。社団法人はない。民法上、社団法人の構成員たる資格を有する者の加入の自由に

関する規定がなく、地域団体商標の主体となり得ないことが明らかである。

すべて要件を満たせば、地域団体商標の商標登録を受けることができる〔効果〕。

図２-２９中の【要件１】の特定の組合等とは、事業協同組合その他の特別法で設立の組合及びそ

れ相当外国法人であり、法人格を必要とし、特別法で正当理由なく構成員の加入を拒まない等の定

めが必要である。社団法人はない。民法上、社団法人の構成員たる資格を有する者の加入の自由に

関する規定がなく、地域団体商標の主体となり得ないことが明らかである。なお、平成２６年法改

正により、地域団体商標の商標登録を受けることができる者に、商工会、商工会議所及び特定非営

利活動法人（ＮＰＯ法人）並びにこれらに相当する外国の法人が追加された（平２６改正商７の２①）。

これは、近年の新たな地域ブランド普及の担い手を地域団体商標制度の登録主体に追加し、地域ブ

ランドの更なる普及・展開を図るものである。

すべて要件を満たせば、地域団体商標の商標登録を受けることができる〔効果〕。
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７８頁 １５行目～１８行目 (a) 後の特許出願が先の特許出願の日から１年以内にされたものでない場合（特４１①一）

パリ条約、特許協力条約（ＰＣＴ）及び各国法制の優先権制度と均衡させたためである。

(a) 後の特許出願が先の特許出願の日から１年以内にされたものでない場合（特４１①一）

パリ条約、特許協力条約（ＰＣＴ）及び各国法制の優先権制度と均衡させたためである。なお、

平成２６年法改正により、優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことに正当な理由

があるときは、一定期間内（経済産業省令で定める期間内）に限りできることとなった（平２６改

正特４１①一かっこ書）。

７９頁 ５行目～１０行目 国内優先権主張出願は先の出願が取下擬制されるため、ライセンシー保護の観点で承諾要件を課

したものである。なお、平成２３年法改正により、従前承諾が必要であった「登録した仮通常実施

権」を有する者については、削除された。

実用新案法においても、優先権主張出願に関する同様の規定がある（実８①）。

国内優先権主張出願は先の出願が取下擬制されるため、ライセンシー保護の観点で承諾要件を課

したものである。なお、平成２３年法改正により、従前承諾が必要であった「登録した仮通常実施

権」を有する者については、削除された。

平成２６年法改正により、優先権の主張をする旨の書面について、出願と同時でなくとも一定期

間ないであれば提出できるようになった（平２６改正特４１④）（「第２章 １（６）➑優先権主張書面

の補正」〔４４頁・追加箇所〕参照）。

実用新案法においても、優先権主張出願に関する同様の規定がある（実８①）。また、平成２６年

法改正により、実用新案法でも、優先権主張に関して、特許法と同様の措置が講じられた（平２６

改正実８①一かっこ書･④）。

７９頁 １１行目～１３行目 ➋ 先の出願の取下げ等

特許法４１条に基づく国内優先権主張の先の出願は、原則として、その出願の日から１年３ヶ月

を経過した時に取り下げたものとみなされる（特４２①本文）。

➋ 先の出願の取下げ等

特許法４１条に基づく国内優先権主張の先の出願は、原則として、その出願日から経済産業省令

で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる（特４２①本文）。

７９頁 下から１２行～

下から４行目

また、先の出願が国際特許出願・国際実用新案登録出願の場合には、国内処理基準時（＋翻訳文

特例期間）か、又は国際出願日から１年３ヶ月の遅いほうに取り下げられたとみなされる（特１８４

の１５④）。

先の出願の日から１年３ヶ月を経過した後は、優先権主張の取下げはできない（特４２②）。なお、

後の出願が国際出願である場合には適用されず（特１８４の１５①）、優先日から３０月まで取下げが可

能である（ＰＣＴ規９０の２.３）。

先の出願の日から１年３ヶ月以内に優先権の主張を伴う特許出願が取り下げられた場合には、優

先権主張は取下擬制される（特４２③）。出願人の利便を考慮したものである。

また、先の出願が国際特許出願・国際実用新案登録出願の場合には、国内処理基準時（＋翻訳文

特例期間）か、又は国際出願日から経済産業省令で定める期間の遅いほうに取り下げられたとみな

される（特１８４の１５④・実４８の１０④）。

先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、優先権主張の取下げはできない

（特４２②）。なお、後の出願が国際出願である場合には適用されず（特１８４の１５①）、優先日から３

０月まで取下げが可能である（ＰＣＴ規９０の２.３）。

先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に優先権の主張を伴う特許出願が取り下げられ

た場合には、優先権主張は取下擬制される（特４２③）。出願人の利便を考慮したものである。



- 7 / 33-

８０頁６行目～２５行目 ➌ パリ条約による優先権主張手続

パリ条約の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出

願をし若しくは最初の出願とみなされた出願をし（パリ４C(4)）又は最初に出願をしたものと認め

られた（パリ４A(2)）パリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許出願と同時

に特許庁長官に提出しなければならない（特４３①、実１１①〔準特４３①〕、意１５①・商１３①〔以上、

読替準特４３①〕）。

優先権証明書の提出期限は、特許法４３条２項各号に掲げる日のうち最先の日から１年４ヶ月以

内に提出しなければならない（特４３②柱書）。変更・分割出願の場合の期限は、その１年４ヶ月又

は出願日から３ヶ月の遅いほうである（特４４③・４６⑤）。意匠・商標の登録出願では、出願日から

３ヶ月である。

優先権証明書の日本語翻訳文は要しない。優先権証明書を提出しなくても効力を失わない場合が

ある。それは、特許法４３条５項の書面を提出したときである。同項は、国際的な優先権書類の電

子交換の枠組みに対応するため、第一国以外の国・国際機関との間での電子的交換を可能にする趣

旨から、平成２０年に改正された。

➍ パリ条約の例による優先権主張

パリ条約の例による優先権主張が認められている（特４３の２、実１１①・意１５①〔以上、準特４

３の２〕）。このパリ条約の例により優先権主張が可能パターンは、図２-３１の通りである。

➌ パリ条約による優先権主張手続

パリ条約の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出

願をし若しくは最初の出願とみなされた出願をし（パリ４C(4)）又は最初に出願をしたものと認め

られた（パリ４A(2)）パリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で

定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない（平２６改正特４３①、実１１①〔準特４３①〕）。

平成２６年法改正により、当該書面の提出時期について、特許法及び実用新案法では省令期間内と

改正されたが、意匠法及び商標法では改正されず、従前通り、出願と同時に提出しなければならな

い（意１５①・商１３①〔以上、読替準特４３①〕）。

優先権証明書の提出期限は、特許法４３条２項各号に掲げる日のうち最先の日から１年４ヶ月以

内に提出しなければならない（特４３②柱書）。変更・分割出願の場合の期限は、その１年４ヶ月又

は出願日から３ヶ月の遅いほうである（特４４③・４６⑥）。意匠・商標の登録出願では、出願日から

３ヶ月である。

優先権証明書の日本語翻訳文は要しない。優先権証明書を提出しなくても効力を失わない場合が

ある。それは、特許法４３条５項の書面を提出したときである。同項は、国際的な優先権書類の電

子交換の枠組みに対応するため、第一国以外の国・国際機関との間での電子的交換を可能にする趣

旨から、平成２０年に改正された。また、平成２６年法改正により、優先権証明書（特４３②）及び

特許法４３条５項の書面の提出について、不責事由による追完規定が新設された（平２６改正特４３

⑥）。さらに、この規定によりこれらの書類・書面を提出した場合は、特許法４３条４項の規定（所

定期間内に不提出の場合の優先権主張の失効）は適用しない旨の規定も新設された（平２６改正特４

３⑦）。これらの新設規定は、実用新案法、意匠法及び商標法でも準用されることとなった（平２６

改正実１１①・意１５①・商１３①）。

➍ パリ条約の例による優先権主張

平成２６年法改正により、パリ条約４条 D(1)により特許出願について優先権主張をしようとした

場合においても、国内優先権主張の場合と同様の趣旨により（平２６改正特４１①一かっこ書参照）、

優先期間内に当該特許出願をすることができなかったことに正当な理由があるときは、一定期間内

（経済産業省令で定める期間内）に限りできることとなった（平２６改正特４３の２①新設）。

パリ条約の例による優先権主張が認められている（特４３の３、実１１①・意１５①〔以上、準特４

３の３〕）。このパリ条約の例により優先権主張が可能パターンは、図２-３１の通りである。

８１頁 図２－３１ ※【特定国】とは、①パリ条約加盟国・ＷＴＯ加盟国以外の国、②相互主義国、

③特許庁長官の指定する国である。現在特定国とは具体的には台湾

※【特定国】とは、①パリ条約加盟国・ＷＴＯ加盟国以外の国、②相互主義国、

③特許庁長官の指定する国である。

８１頁 １行目～４行目 商標法でも、特許法４３条の２と同様にパリ条約の例による優先権主張が認められており、図２

-３１のパターンにおいて、「ＷＴＯ加盟国（民）」を、「ＷＴＯ加盟国（民）・商標法条約締約国（民）」

と置き換えたパターンが認められている（商９の３）。

商標法でも、特許法４３条の３と同様にパリ条約の例による優先権主張が認められており、図２

-３１のパターンにおいて、「ＷＴＯ加盟国（民）」を、「ＷＴＯ加盟国（民）・商標法条約締約国（民）」

と置き換えたパターンが認められている（商９の３）。
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８１頁 下から７行目～

下から１行目

(b) 特許査定謄本送達日から３０日以内（特44①二。延長の場合あり〔特44⑤〕）

⇒ 例外として特許法１６３条３項において準用する特許法５１条および１６０条１項での特許査定

のときは分割不可

(c) 最初の拒絶査定謄本送達日から３ヶ月以内（特４４①三。延長の場合あり〔特４４⑥〕）

※ 拒絶査定不服審判請求期間の平成２０年法改正に合わせた

(b) 特許査定謄本送達日から３０日以内（特44①二。延長の場合あり〔特44⑤〕）

⇒ 例外として特許法１６３条３項において準用する特許法５１条および１６０条１項での特許査定

のときは分割不可

(c) 最初の拒絶査定謄本送達日から３ヶ月以内（特４４①三。延長の場合あり〔特４４⑥〕）

※ 拒絶査定不服審判請求期間の平成２０年法改正に合わせた

平成２６年法改正により、分割の時期のうち(b)又は(c)の期間内に不責事由により分割できない

場合の追完規定が新設された（平２６改正特４４⑦）。

８３頁 図２－３３

実用新案登録出願
分割の時期＝明細書等の補正時期（実２の２）

※ 出願日から政令で定める期間（１ヶ月）・実２の２・
６の２の補正指令指定期問

意匠登録出願
分割の時期＝手続補正の時期（意６０の３）
※ ともに審査・審判・再審に係属中

実用新案登録出願
分割の時期＝明細書等の補正時期（実２の２）

※ 経済産業省令で定める期間・実２の２・
６の２の補正指令指定期問

意匠登録出願
分割の時期＝手続補正の時期（意６０の２４）
※ ともに審査・審判・再審に係属中

８４頁 図２－３４

実用新案登録

出願
特許出願 Ａ

出願日～３年経過後は変更不可
（特４６②但書）

実用新案登録

出願
特許出願 Ａ

出願日～３年経過後は変更不可
（特４６②但書）

※ 不責事由による追完可（平２６改正特４６⑤）

８４頁 図２－３４

Ａ
出願日～３年経過後は変更不可（下記Ｂの

可能期間を除く）（特４６②但書）

意匠登録出願 特許出願

Ｂ
最初の拒査謄本送達日～３ヶ月（延長可）
経過後は変更不可（特４６②但書）

Ａ
出願日～３年経過後は変更不可（下記Ｂの
可能期間を除く）（特４６②但書）
※ 不責事由による追完可（平２６改正特４６⑤）

意匠登録出願 特許出願

Ｂ
最初の拒査謄本送達日～３ヶ月（延長可）
経過後は変更不可（特４６②但書）

８６頁 ８行目～１２行目 (a) 実用新案登録出願日から３年を超える場合（特４６の２①一）

(b) 出願人・実案権者から実用新案技術評価請求があったとき（特４６の２①二）

(c) 出願人・実案権者以外からの実用新案技術評価請求に係る最初の通知を受けた日から

３０日を超える場合（特４６の２①三）

(d) 無効審判に係る最初の答弁書提出期間を経過した場合（特４６の２①四）

(a) 実用新案登録出願日から３年を超える場合（特４６の２①一）

(b) 出願人・実案権者から実用新案技術評価請求があったとき（特４６の２①二）

(c) 出願人・実案権者以外からの実用新案技術評価請求に係る最初の通知を受けた日から

３０日を超える場合（特４６の２①三）

(d) 無効審判に係る最初の答弁書提出期間を経過した場合（特４６の２①四）

なお、(a)と(c)の場合については、不責事由による追完が可能である（平２６改正特４６の２③）。
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８７頁 ４行目～１２行目 ❶ 審査請求制度とは

審査請求制度とは、特許出願についての実体審査の開始を特許庁長官に対して求める要求のこと

をいう（特４８の２・４８の３）。何人も特許出願の日から３年以内に出願審査の請求をすることがで

き、出願審査の請求があった場合、審査官はその特許出願について審査を行う（特４７・４８の３①）。

出願日から３年以内に出願審査の請求が行われなかった場合、その特許出願が取り下げられたもの

とみなされる（特４８の３④）。なお、法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定め

があるものは、その名において出願審査の請求をすることができる（特６①一）。

❶ 審査請求制度とは

審査請求制度とは、特許出願についての実体審査の開始を特許庁長官に対して求める要求のこと

をいう（特４８の２・４８の３）。何人も特許出願の日から３年以内に出願審査の請求をすることがで

き、出願審査の請求があった場合、審査官はその特許出願について審査を行う（特４７・４８の３①）。

出願日から３年以内に出願審査の請求が行われなかった場合、その特許出願が取り下げられたもの

とみなされる（特４８の３④）。なお、平成２６年法改正により、出願審査の請求期間の徒過に係る救

済規定が整備された（平２６改正特４８の３⑤～⑧新設）。具体的には、その請求期間の徒過に正当な

理由があるときは、一定の期間内に限り当該請求できるようになった（特４８の３⑤）。それととも

に、当該特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該請求期間の徒過について記載

した特許公報の発行後から当該請求について記載した特許公報の発行の前までの間に、当該特許出

願に係る発明を善意で実施をした第三者は、当該特許権について通常実施権を有することとされた

（特４８の３⑧）。

法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において出願

審査の請求をすることができる（特６①一）

８８頁 図２－３６

通常の特許出願 何人も出願日から３年以内に審査請求可能（特４８の３①）

分割・変更出願
上記期間経過後でも分割・変更日～３０日に審査請求可能
（特４８の３②）

国際特許出願

（特１８４の７）

(a) 国際特許出願の出願人

日本語特許出願 ⇒ 特１８４の５の手続
＋手数料納付（特１９５）の後

外国語特許出願 ⇒ 特１８４の４・１８４の５の手続

＋手数料納付（特１９５）の後
（特１８４の４の手続期間＝翻訳文提出特例期間含む

→ 最長優先日～３２月）

(b) 国際特許出願の出願人以外の者
国内書面提出期間の経過後
（国内書面提出期間＝優先日～３０月）

通常の特許出願
何人も出願日から３年以内に審査請求可能（特４８の３①）
※ 不責事由による追完可（平２６改正特４８の３⑤）

分割・変更出願
上記期間経過後でも分割・変更日～３０日に審査請求可能

（特４８の３②）
※ 不責事由による追完可（平２６改正特４８の３⑦）

国際特許出願

（特１８４の１７）

(a) 国際特許出願の出願人

日本語特許出願 ⇒ 特１８４の５の手続
＋手数料納付（特１９５）の後

外国語特許出願 ⇒ 特１８４の４・１８４の５の手続

＋手数料納付（特１９５）の後
（特１８４の４の手続期間＝翻訳文提出特例期間含む

→ 最長優先日～３２月）

(b) 国際特許出願の出願人以外の者
国内書面提出期間の経過後
（国内書面提出期間＝優先日～３０月）

９０頁 ５行目～７行目 条約違反は、拒絶理由であるとともに無効理由でもある（特４９三・１２３①三）。

また、いわゆるシフト補正禁止違反（特１７の２④）は、拒絶理由である（特４９一〔平１８法改正

で追加〕）が、無効理由ではない。形式的瑕疵だからである。

条約違反は、拒絶理由であるとともに異議・無効理由でもある（特４９三・１１３三・１２３①三）

また、いわゆるシフト補正禁止違反（特１７の２④）は、拒絶理由である（特４９一〔平１８法改正

で追加〕）が、異議・無効理由ではない。形式的瑕疵だからである。

１０２頁 ５行目 ➐ 補償金請求権・金銭的請求権の消滅時効 ➐ 補償金請求権・金銭的請求権の消滅事由
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１０２頁 図２－４６
補償金請求権（特６５⑤）

出願公開後に出願が放棄・取下げ・却下

出願の拒絶査定・審決が確定

猶予・割増特許料追納期間内不納
【例外】特１１２の２②の追納回復を除く

―

無効審決確定
【例外】後発的無効理由の場合を除く

補償金請求権（特６５⑤）

出願公開後に出願が放棄・取下げ・却下

出願の拒絶査定・審決が確定

猶予・割増特許料追納期間内不納
【例外】特１１２の２②の追納回復を除く

特許異議申立ての取消決定が確定

無効審決確定
【例外】後発的無効理由の場合を除く

１０２頁 下から１３行目

～下から８行目

このように両者は、①出願の放棄・取下げ・却下、②出願の拒絶査定・審決確定、③無効審決確

定（後発的無効理由に該当する場合を除く）が共通している。両者の違いとしては、特許出願放棄

等により消滅する場合が出願公開後である点、補償金請求権は所定の特許料不納で消滅し、金銭的

請求権は異議申立ての取消決定確定で消滅する点、例外のあるところ（図２-４６中の【例外】の部

分）が補償金請求権では２つ、金銭的請求権では１つある点である。

このように両者は、①出願の放棄・取下げ・却下、②出願の拒絶査定・審決確定、③異議申立て

の取消決定確定、④無効審決確定（後発的無効理由に該当する場合を除く）が共通している。両者

の違いとしては、特許出願放棄等により消滅する場合が出願公開後である点、補償金請求権は所定

の特許料不納で消滅する点、例外のあるところ（図２-４６中の【例外】の部分）が補償金請求権で

は２つ、金銭的請求権では１つある点である。

１１０頁 ７行目～１２行目 また、平成２３年法改正により、特許法、実用新案法及び意匠法において、権利の移転の特例の

規定が新設された（特７４、実１７の２、意２６の２）。これは、一般的に行われるようになった共同

研究・共同開発の成果に関する発明者の適切な保護の観点から、共同発明者の一部によって特許権

が取得されてしまうような場合に、発明者が特許権等を取り戻すことができるよう制度を整備した

ものである。

また、平成２３年法改正により、特許法、実用新案法及び意匠法において、権利の移転の特例の

規定が新設された（特７４、実１７の２、意２６の２）。これは、一般的に行われるようになった共同

研究・共同開発の成果に関する発明者の適切な保護の観点から、共同発明者の一部によって特許権

が取得されてしまうような場合に、発明者が特許権等を取り戻すことができるよう制度を整備した

ものである。

さらに、意匠権の移転請求（意２６の２①）に基づく意匠権の移転の登録があったときは、その

意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされるが（意２６の２③前段）、

平成２６年法改正により、当該意匠権に係る意匠についての意匠法６０条の１２第１項による請求権

（国際意匠登録出願の出願人の国際公表後の補償金請求権）についても同様とすることとなった

（意２６の２③後段新設）。これは、意匠法において、ジュネーブ改正協定に基づく特例の規定が新

設されたことに伴うものである（「第４章 ６ ジュネーブ改正協定に基づく特例」〔２０９頁・追加箇

所〕参照）。

１１７頁 図３－４

商品の普通名称等
普通に用いられる方法での表示（商２６①二）
〔商３①一・三に該当する商標が登録されている

場合の第三者の救済規定〕

役務の普通名称等
普通に用いられる方法での表示（商２６①三）

〔商３①一・三に該当する商標が登録されている
場合の第三者の救済規定〕

商品の普通名称等

普通に用いられる方法での表示（商２６①二）
〔商３①一・三に該当する商標が登録されている

場合の第三者の救済規定〕
※ 平２６改正商３①三に合わせて一部改正

役務の普通名称等

普通に用いられる方法での表示（商２６①三）
〔商３①一・三に該当する商標が登録されている
場合の第三者の救済規定〕

※ 平２６改正商３①三に合わせて一部改正
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１１７頁 図３－４
商品等の機能確保に不可欠

な立体的形状のみからなる

商標

（商２６①五）

〔商４①十八に該当する立体商標が登録されている
場合の第三者の救済規定〕

商品等が当然に備える特徴

のうち政令規定のもののみ

からなる商標

（商２６①五）

〔平２６改正商４①十八に該当する特徴が登録されている
場合の第三者の救済規定〕

上記のほか需要者が何人か

の業務に係る商品等である

ことを認識できる態様で

使用されていない商標

（平２６改正商２６①六新設）
〔いわゆる商標的使用で使用していない場合の第三者の
救済規定〕

※ 従来判例実務で運用されていた点を明文化

１１８頁 下から１２行目

～下から１１行目

表示物が内容物たるぶどうを示すものであれば、商標法２６条に関係なく及ばない（福岡地判昭４

６・９・１７＝巨峰事件）。

表示物が内容物たるぶどうを示すものであれば、（従来の）商標法２６条に関係なく及ばない（福

岡地判昭４６・９・１７＝巨峰事件）、という裁判例がある。いわゆる商標的使用でない場合の商標の

例であるが、これに関しては、平成２６年法改正により、商標法２６条１項６号が新設され、同号の

規定により商標権の効力が及ばないことが明文化された。

１２０頁 １２行目～１７行目 ➍ 登録商標の範囲等

登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない（商２７①）。この規定

の例外として、標準文字により現したものは除かれる。かかる規定は、登録防護標章の範囲にも準

用されている（商６８③〔準商２７〕）。

また、指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない（商２７②）。

➍ 登録商標の範囲等

登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない（商２７①）。この規定

の例外として、標準文字により現したものは除かれる。かかる規定は、登録防護標章の範囲にも準

用されている（商６８③〔準商２７〕）。

また、指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない（商２７②）。

平成２６年法改正により、商標の保護対象の拡充に伴う所定の商標の願書の記載又は物件添付義

務の規定（平２６改正商５④）が新設されたことに伴い、登録商標の範囲の認定（商２７①）におい

ては、その記載又は物件（商５④）を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するもの

とされた（平２６改正商２７③新設）。

１２３頁 ３行目～５行目 特許法のほかに、実用新案法１７条（他人の登録実用新案等との関係）、意匠法２６条１項・２項（他

人の登録意匠等との関係）、商標法２９条（他人の特許権等との関係）で同様の規定がある。

特許法のほかに、実用新案法１７条（他人の登録実用新案等との関係）、意匠法２６条１項・２項（他

人の登録意匠等との関係）、商標法２９条（他人の特許権等との関係）で同様の規定がある。平成２

６年法改正により、商標法２９条に規定の対象となる関係として、他人の著作権との抵触のほか他人

の著作隣接権との抵触についても追加された。

１３７頁 下から２行目～

１３８頁 ２行目

⓴ 出版権

産業財産権法には存在しない特殊な権利として、著作権法上には、出版権が設けられている。複

製権者（著２１）は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版

権を設定することができる（著７９）。

⓴ 出版権

産業財産権法には存在しない特殊な権利として、著作権法上には、出版権が設けられている。出

版権に関しては、平成２６年法改正により、電子書籍に対応した出版権制度の整備がなされた（著７

９～８４等、「第６章 ５（１）・（２）」〔２９５頁～２９７頁・変更箇所〕参照）。複製権者（著２１）又は

公衆送信権者（著２３①）（複製権等保有者）は、その著作物について、文書若しくは図画として出

版すること（記録媒体に記録された著作物の複製物による頒布を含む）（出版行為）又は記録媒体

に記録された著作物の複製物を用いて公衆送信を行うこと（公衆送信行為）を引き受ける者に対し、

出版権を設定することができる（著７９）。
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１３８頁 図３－９
補償金 特６５ ― ― ― ― ―

金銭的

請求
― ― ― 商１３の２ ― ―

補償金 特６５ ― 意６０の１２※ ― ― ―

金銭的

請求
― ― ― 商１３の２ ― ―

※ 国際意匠登録出願人が請求し得る

１４３頁 １４行目～

１４４頁 ４行目

➓ 特許権者等の権利行使の制限・主張の制限

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許

権の存続期間の延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるとき、特許権者又は専

用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない（特１０４の３①〔実・意・商でも

準用〕）。判例（最判平１２・４・１１＝キルビー特許事件）を受けて明文化された規定である。平成２

３年法改正により、権利行使の制限を受ける対象に、権利存続期間の延長登録無効審判により無効

にされるべきものが追加された（特１０４の３①）。また、同改正により、「特許法１２３条２項但書の

規定（利害関係人に限り無効審判請求できる場合）は、当該特許に係る発明について特許を受ける

権利を有する者以外の者が特許法１０４条の３第１項の規定による攻撃又は防御の方法を提出する

ことを妨げない」（特１０４の３③）との規定が新設された。また、同改正により、次の主張の制限

規定が新設された（特１０４の４）。

特許権侵害等の訴訟の終局判決確定後に、次の(a)～(c)の審決が確定したときは、当該訴訟の当

事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張す

ることができない。

(a) 特許無効審決

(b) 特許権の存続期間の延長登録無効審決

(c) 訂正審決（政令で定めるもの）

実用新案法及び意匠法では、平成２３年法改正による特許法１０４条の３及び１０４条の４の規定を準

用しているが（実３０、意４１）、実用新案法では、特許法１０４条の４中、訂正審決を「訂正」（実１４

の２①⑦）と読み替えている。

➓ 特許権者等の権利行使の制限・主張の制限

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許

権の存続期間の延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるとき、特許権者又は専

用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない（特１０４の３①〔実・意・商でも

準用〕）。判例（最判平１２・４・１１＝キルビー特許事件）を受けて明文化された規定である。平成２

３年法改正により、権利行使の制限を受ける対象に、権利存続期間の延長登録無効審判により無効

にされるべきものが追加された（特１０４の３①）。また、同改正及び平成２６年法改正により、「特許

法１２３条２項の規定（利害関係人に限り無効審判請求できる旨の規定）は、当該特許に係る発明に

ついて特許無効審判を請求することができる者以外の者が特許法１０４条の３第１項の規定による

攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない」（特許法１０４の３③）との規定が置かれた。また、

平成２３年法改正により、次の主張の制限規定が新設され、さらに平成２６年法改正により、特許異

議申立ての決定について追加された（特１０４の４）。

特許権侵害等の訴訟の終局判決確定後に、次の(a)～(c)の決定又は審決が確定したときは、当該

訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該決定又は審決が確定

したことを主張することができない。

(a) 特許の取消決定又は無効審決

(b) 特許権の存続期間の延長登録無効審決

(c) 訂正すべき決定又は審決（政令で定めるもの）

実用新案法及び意匠法では、平成２３年法改正による特許法１０４条の３及び１０４条の４の規定を準

用しているが（実３０、意４１）、実用新案法では、特許法１０４条の４中、訂正すべき決定又は審決を

「訂正」（実１４の２①⑦）と読み替えている。

１４６頁 図３－１３ （ 図の欄外に注を追加 ） ※ いずれの出願も不責事由による追完可（平２６改正実３２④新設）

１４６頁 下から８行目

～下から３行目

➌ 特許料の減免又は猶予

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であって資力を考慮して政令

で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で

定めるところにより、特許法１０７条１項による第１年から第１０年までの各年分の特許料を軽

減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる（特１０９）。

なお、平成２６年法改正により、特許料・登録料の納付期限に関しては、特許法、意匠法及び商

標法でも同様に、不責事由による追完を可能とする改正がなされた（平２６改正特１０８④、意４３④、

商４１④・４１の２⑥）

➌ 特許料の減免又は猶予

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であって資力を考慮して政令

で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で

定めるところにより、特許法１０７条１項による第１年から第１０年までの各年分の特許料を軽

減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる（特１０９）。
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１４８頁 図３－１４

③ 無効審決確定 無効審決確定 無効審決確定

取消決定又は無効

審決確定での分割
納付後期の登録料

④ ― 存続期間満了 ― ―

⑤
在期延長登録
無効審決確定

― ― ―

※ 納付期限は、上記①④については１年、上記②③⑤については６ヶ月

③
取消決定又は

無効審決確定
無効審決確定 無効審決確定

取消決定又は無効

審決確定での分割
納付後期の登録料

④ ― 存続期間満了 ― ―

⑤
在期延長登録
無効審決確定

― ― ―

※１ 納付期限は、上記①④については１年、上記②③⑤については６ヶ月

※２ すべて不責事由による追完可（平２６改正特１１１③、実３４③、意４５・準特１１１③、商４２③新設）

１４８頁 下から９行目～

１４９頁 ２行目

❶ 登録異議の申立て

登録後の異議申立制度は、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するため

に、異議申立てがあった際には特許庁が自ら登録処分の適否を審理し瑕疵ある場合にその是正を図

るものである。これは登録処分の是非をめぐる当事者間の争いの解決を図る無効審判制度とは目的

を異にする。なお、権利付与後の異議申立制度はかつて特許法にも存在したが、平成１５年法改正

により、特許異議申立制度が特許無効審判制度に吸収統合されたことで、現行法では商標法にのみ

存在する制度である。

何人も、商標掲載公報の発行の日から２ヶ月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が一定の異議

申立事由（商４３の２各号のいずれか）に該当することを理由として登録異議の申立てをすること

ができる。

❶ 特許異議・登録異議の申立て

登録後の異議申立制度は、特許庁の登録処分に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成す

るために、異議申立てがあった際には特許庁が自ら登録処分の適否を審理し瑕疵ある場合にその是

正を図るものである。これは登録処分の是非をめぐる当事者間の争いの解決を図る無効審判制度と

は目的を異にする。なお、権利付与後の特許異議申立制度（旧制度）は平成１５年法改正で特許無

効審判制度に吸収統合されたため存在しなくなったが、平成２６年法改正により、旧制度とは一部

差異のある特許異議申立制度が創設された。これにより、現行法では権利付与後の異議申立制度は、

特許法と商標法に存在する制度となる。

商標法における登録異議申立制度によれば、何人も、商標掲載公報の発行の日から２ヶ月以内に

限り、特許庁長官に、商標登録が一定の異議申立事由（商４３の２各号のいずれか）に該当するこ

とを理由として登録異議の申立てをすることができる。
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１４９頁 ９行目～１７行目 平成２３年法改正により、登録異議の申立てについての決定は、原則として登録異議申立事件ご

とに確定することとし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての

決定については、指定商品又は指定役務ごとに確定することとなった（商４３の１４）。権利内容の迅

速な確定等のため、商標権の有効性の判断等を商標権の一部（指定商品又は指定役務）ごとに行う

ために新設された規定である。これは、審決確定範囲等に係る規定を整備した特許法１６７条の２や

商標法５５条の３と同趣旨である。商標法４３条の１４の新設により、審判規定を準用する従前の商標

法４３条の１４は、４３条の１５に条文番号が繰り下げられた。

平成２３年法改正により、登録異議の申立てについての決定は、原則として登録異議申立事件ご

とに確定することとし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての

決定については、指定商品又は指定役務ごとに確定することとなった（商４３の１４）。権利内容の迅

速な確定等のため、商標権の有効性の判断等を商標権の一部（指定商品又は指定役務）ごとに行う

ために新設された規定である。これは、審決確定範囲等に係る規定を整備した特許法１６７条の２や

商標法５５条の３と同趣旨である。商標法４３条の１４の新設により、審判規定を準用する従前の商標

法４３条の１４は、４３条の１５に条文番号が繰り下げられた。

平成２６年法改正の特許法における特許異議申立制度は、特許権の早期安定化と、簡易かつ迅速

な審理を可能とするべく創設されたものである。これは、従来の一本化された特許無効審判制度が

誰でもいつでも請求可能な審判制度であり、特許権者にとっては権利を得た後も半永久的に無効の

主張を受け得る状況にあるという、権利の不安定化につながる側面があったことによる。そして、

特許権を見直すための新たな機会の必要性や、申立人による反論の機会の必要性、当事者としての

負担・口頭審理の負担が大きいため特許無効審判の利用を避ける制度ユーザーの意見といった、制

度利用者のニーズを考慮して、特許異議申立制度が設けられたものである（平２６改正特１１３）。な

お、本制度創設に伴い、特許無効審判制度については、請求者が利害関係人のみに限られることと

なった（平２６改正特１２３②）。

特許異議申立制度の具体的な内容は、特許法１１３条～１２０条の８に規定される通りである。特許

法１１３条によれば、何人も、特許掲載公報の発行の日から６月以内に限り、特許庁長官に、特許が

一定の異議申立理由（特１１３各号のいずれか）に該当することを理由として特許異議の申立てをす

ることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異

議の申立てをすることができる。

また、旧制度との差異がある特徴としては、以下の点が挙げられる。

(a) 申立書の要旨変更が可能な期間の短縮（特１１５②）

審理の効率化を図るため、申立期間内に取消理由通知があった場合、以降は申立書の要旨変更補

正ができない。

(b) 全件書面審理（特１１８①）

当事者性を無効審判よりも一層低いものとしてより利用しやすい制度にした。

(c) 異議申立人への意見書提出機会の付与（特１２０の５⑤）

制度の利便性向上を図るため、特許権者の訂正請求があった場合に、異議申立人にも意見書提出

が認められる。
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１５０頁 図３－１５

異議理由

（商４３の２）

(a) 商３・４①・８①⑤（商標登録要件）違反

(b) 商５１②（５２の２②準含）・５３②（所定期間再登録禁止）違反
(c) 準特２５（外国人の権利享有主体性）違反
(d) 条約違反

※ 防護標章登録の異議理由＝上記(a)(b)を商６４違反に読替え
（商６８④）＋上記(c)(d)

拒絶理由

（商１５）

異議理由の上記(a)(b)(c)(d)＋「(e)商６①②違反」
ただし、上記(a)の商８①違反のみ拒絶理由でない
【理由＝商４①十一違反で処理可能】

※ 防護標章登録出願の拒絶理由＝上記(a)(b)を商６４違反に
読替え（商６８②）＋上記(c)(d)(e)

無効理由

（商４６）

異議理由の上記(a)(b)(c)(d)＋下記(f)(g)(h)

(f) 出願により生じた権利の非承継者による登録
(g) 後発的無効理由１＝登録後の準特２５・条約違反
(h) 後発的無効理由２＝登録後の商４①一～三・五・七・十六違反

※ 防護標章登録の無効理由＝上記(c)(d)(f)(g)＋上記(a)(b)を商６４
違反に読替え＋上記(h)を後発的商６４違反に読替え（商６８④）

異議理由

（商４３の２）

(a) 商３・４①・８①⑤（商標登録要件）違反

(b) 商５１②（５２の２②準含）・５３②（所定期間再登録禁止）違反
(c) 準特２５（外国人の権利享有主体性）違反
(d) 条約違反

(i) 商５⑤違反
※ 防護標章登録の異議理由＝上記(a)(b)を商６４違反に読替え
（商６８④）＋上記(c)(d)

拒絶理由

（商１５）

異議理由の上記(a)(b)(c)(d)(i)＋「(e)商６①②違反」
ただし、上記(a)の商８①違反のみ拒絶理由でない
【理由＝商４①十一違反で処理可能】

※ 防護標章登録出願の拒絶理由＝上記(a)(b)を商６４違反に
読替え（商６８②）＋上記(c)(d)(e)

無効理由

（商４６）

異議理由の上記(a)(b)(c)(d)(i)＋下記(f)(g)(h)

(f) 出願により生じた権利の非承継者による登録
(g) 後発的無効理由１＝登録後の準特２５・条約違反
(h) 後発的無効理由２＝登録後の商４①一～三・五・七・十六違反

(j) 地域団体商標の後発的無効理由
※ 防護標章登録の無効理由＝上記(c)(d)(f)(g)＋上記(a)(b)を商６４

違反に読替え＋上記(h)を後発的商６４違反に読替え（商６８④）

※「(i)商５⑤違反」の理由は、平成２６年法改正に伴い追加された。

１５１頁 下から６行目～

１５２頁 １行目

❶ 無効審判

特許無効審判とは、特許が一定の無効理由を有する場合にその特許を無効にすることについて請

求し得る審判をいう（特１２３①）。本審判において、二以上の請求項に係るものについては、請求

項ごとに請求することができる。原則として何人も請求でき（特１２３②）、特許権の消滅後におい

ても請求することができる（特１２３③）。平成１５年法改正により、特許異議の申立てと一本化（統

合）された。

❶ 無効審判

特許無効審判とは、特許が一定の無効理由を有する場合にその特許を無効にすることについて請

求し得る審判をいう（特１２３①）。本審判において、二以上の請求項に係るものについては、請求

項ごとに請求することができる。利害関係人に限り請求でき（平２６改正特１２３②）、特許権の消滅

後においても請求することができる（特１２３②）。請求人が利害関係人に限られるのは、平成２６

年法改正により、特許異議申立制度が創設され、その申立人を何人も可能としたこととの調整を図

ったものである。

１５２頁 下から１３行目 (h) ８号＝訂正要件違反 (h) ８号＝特許異議申立て又は無効審判における訂正要件違反

１５２頁 下から３行目～

下から１行目

特許無効審判は原則として何人も請求することができるが、例外として、次の場合（権利帰属に

かかわる無効理由の場合）は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者に限り請

求することができる（特１２３②）。

特許無効審判は、既述の通り、利害関係人に限り請求することができるが（平２６改正特１２３②）、

利害関係人として、次の場合（権利帰属にかかわる無効理由の場合）は、当該特許に係る発明につ

いて特許を受ける権利を有する者に限り請求することができる（特１２３②かっこ書）。
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１５３頁 ７行目～１２行目 特許法以外では、実用新案法３７条（実用新案登録無効審判）、意匠法４８条（意匠登録無効審判）、

商標法４６条（商標登録の無効の審判）で規定されている。平成２３年法改正により、実用新案法と

意匠法において、特許法と同様の改正がなされている（実３７①二・五・②、意４８①一・三・②）。

なお、商標法では、創作概念がなく、そもそも冒認又は共同出願違反がない（無効理由の改正はな

い）。

特許法以外では、実用新案法３７条（実用新案登録無効審判）、意匠法４８条（意匠登録無効審判）、

商標法４６条（商標登録の無効の審判）で規定されている。平成２３年法改正により、実用新案法と

意匠法において、特許法と同様の改正がなされている（実３７①二・五・②、意４８①一・三・②）。

なお、商標法では、創作概念がなく、そもそも冒認又は共同出願違反がない（無効理由の改正はな

い）。また、平成２６年法改正により、商標法では、もともと登録異議申立制度が存在していたこと

から、特許法の改正と同様に合わせて、無効審判の請求人適格を「利害関係人」に限ることとした

（平２６改正商４６②新設）。

１５３頁 下から１１行目

～下から６行目

延長登録無効審決が確定した場合の効果として、その延長登録による存続期間の延長は、初めか

らされなかったものとみなされる（特１２５の２③本文）。ただし、延長登録が特許法１２５条の２第

１項３号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかった期間を超える期

間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がさ

れなかったものとみなされる（特１２５の２③但書）。

延長登録無効審決が確定した場合の効果として、その延長登録による存続期間の延長は、初めか

らされなかったものとみなされる（特１２５の２③本文）。ただし、延長登録が特許法１２５条の２第

１項３号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかった期間を超える期

間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がさ

れなかったものとみなされる（特１２５の２③但書）。

平成２６年法改正により、延長登録無効審判は、特許無効審判に合わせて、利害関係人に限り請

求することができることとなった（平２６改正特１２５の２②）。

１５６頁 ２行目～６行目 ➌ 訂正審判請求の時期的制限・訂正の内容的制限

訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求する

ことができない（特１２６②）。ここでいう「審決が確定するまで」の審決とは、請求項ごとに特許

無効審判の請求がされた場合には、そのすべての審決をいう（特１２６②かっこ書）。

➌ 訂正審判請求の時期的制限・訂正の内容的制限

訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が

確定するまでの間は、請求することができない（特１２６②）。ここでいう「決定又は審決が確定す

るまで」の決定又は審決とは、請求項ごとに申立て又は請求がされた場合には、そのすべての決定

又は審決をいう（特１２６②かっこ書）。

１５６頁 １６行目～２０行目 これらの問題点に鑑み、平成２３年法改正により、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止さ

れ（平２３改正前特１２６②但書の削除）、当該訂正審判の請求に起因して、裁判所が決定をもって事

件を差し戻すことができるとする規定（平２３改正前特１８１②）が廃止された。

これらの問題点に鑑み、平成２３年法改正により、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止さ

れ（平２３改正前特１２６②但書の削除）、当該訂正審判の請求に起因して、裁判所が決定をもって事

件を差し戻すことができるとする規定（平２３改正前特１８１②）が廃止された。さらに、平成２６年

法改正により、特許異議申立制度が創設されたことから、その申立ての特許庁係属時から決定確定

までの間は、訂正審判請求できる期間から除く改正がなされた。

１５７頁 ９行目～１０行目 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判

により無効にされた後は、この限りでない（特１２６⑧）。

訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定によ

り取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない（特１２６⑧）。

１５７頁 図３－１７

訂正審判の請求

（特１２６）

特許無効審判係属時から審決（請求項ごとに特許無効審判の請
求がされた場合には、そのすべての審決）が確定するまでの間

以外に、請求可

訂正審判の請求

（特１２６②）

特許異議申立て又は特許無効審判係属時から審決（請求項ごとに申
立て又は請求がされた場合には、そのすべての決定又は審決）が確

定するまでの間以外に、請求可
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１５８頁 ６行目～１３行目 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、そ

の訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の

査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる（特１２８）。訂正審判の審決のう

ち、訂正を認容した審決が確定した場合の効果についてである。訂正は特許権についての無効審

判請求に対する防衛策であるとされるが、その訂正の効果が特許出願の時点まで遡らないものであ

るならば、訂正審判は何らその本来の機能を果たし得ないためである。

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、そ

の訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の

査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる（特１２８）。訂正審判の審決のう

ち、訂正を認容した審決が確定した場合の効果についてである。訂正は特許権についての特許異

議の申立て又は無効審判請求に対する防衛策であるとされるが、その訂正の効果が特許出願の時点

まで遡らないものであるならば、訂正審判は何らその本来の機能を果たし得ないためである。

１５９頁 下から１１行目

～下から１行目

➋ 審判請求書・訂正請求書の補正

審判請求書・訂正請求書は、補正することができるが、請求の要旨を変更するものであってはな

らない（特１３１の２①本文・１３４の２⑨〔準特１３１の２①〕）。ただし、当該補正が、①特許無効審

判以外の審判を請求する場合における「請求の理由」についてされるとき、②審判長の許可（特１

３１の２②）があったとき、③審判請求書・訂正請求書に対する補正命令（特１３３①・１３４の２⑨〔準

特１３３①〕）のその命令事項についてされるときは、この限りでない（特１３１の２①但書）。特許無

効審判以外とは、特許権存続期間の延長登録無効審判、拒絶査定不服審判、訂正審判である。なお、

請求書の補正について要旨変更不可となる対象外の場合のうちの前記③は、平成２３年法改正によ

り新設された規定である。

➋ 審判請求書・訂正請求書の補正

審判請求書・訂正請求書は、補正することができるが、請求の要旨を変更するものであってはな

らない（特１３１の２①本文・１３４の２⑨〔準特１３１の２①〕）。ただし、当該補正が、①特許無効審

判以外の審判を請求する場合における「請求の理由」についてされるとき、②審判長の許可（特１

３１の２②）があったとき、③審判請求書・訂正請求書に対する補正命令（特１３３①・１２０の５⑨及

び１３４の２⑨〔準特１３３①〕）のその命令事項についてされるときは、この限りでない（特１３１の

２①但書）。特許無効審判以外とは、特許権存続期間の延長登録無効審判、拒絶査定不服審判、訂

正審判である。なお、請求書の補正について要旨変更不可となる対象外の場合のうちの前記③は、

平成２３年法改正により新設された規定であり、また平成２６年法改正により特許異議申立てにおい

て準用する場合も追加された。

１６１頁 ８行目～１２行目 訂正の請求（特１３４の２）は、訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は

図面について補正をすることができる期間内（特１７の４①）に限り、取り下げることができ、こ

の場合、訂正の請求を請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、そのすべての請求を取り

下げなければならない（特１３４の２⑦）。

訂正の請求（特１３４の２）は、訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は

図面について補正をすることができる期間内（特１７の５②）に限り、取り下げることができ、こ

の場合、訂正の請求を請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、そのすべての請求を取り

下げなければならない（特１３４の２⑦）。

１６２頁 ８行目～１３行目 また、審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であって審決の予告

（特１６４の２①）をしないとき、又はその審決の予告をした場合であって指定期間内（特１６４の２

②）に被請求人が訂正の請求（特１３４の２①）若しくは補正（特１７の４①）をしないときは、審理

の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない（特１５６②）。

また、審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であって審決の予告

（特１６４の２①）をしないとき、又はその審決の予告をした場合であって指定期間内（特１６４の２

②）に被請求人が訂正の請求（特１３４の２①）若しくは補正（特１７の５②）をしないときは、審理

の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない（特１５６②）。

１６３頁 下から８行目～

下から１行目

❶ 再審の請求

特許法において、確定審決に対してはその当事者又は参加人は、再審を請求することができる（特

１７１①）。確定審決に対する再審請求ができる者は、原則として①当事者と②参加人である。他の

法域においても同様の規定がある（確定した取消決定の再審請求も含む）（実４２、意５３、商５７）。

確定審決は、審判の確定審決に限らず、再審の確定審決に対しても、再審理由があるときには再

審の請求をすることができる。また、審決確定前にした再審の請求は、審決却下される（特１３５）。

❶ 再審の請求

特許法において、確定した取消決定及び確定審決に対しては、その当事者又は参加人は、再審を

請求することができる（特１７１①）。確定審決等に対する再審請求ができる者は、原則として①当

事者と②参加人である。他の法域においても同様の規定がある（確定した取消決定の再審請求も含

む）（実４２、意５３、商５７）。

確定した取消決定及び確定審決は、特許異議申立ての確定した取消決定及び審判の確定審決に限

らず、再審の確定審決等に対しても、再審理由があるときには再審の請求をすることができる。ま

た、審決確定前にした再審の請求は、審決却下される（特１３５）。
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１６４頁 下から９行目～

下から５行目

➋ 再審の請求期間

再審は、請求人が審決確定後再審の理由を知った日から３０日以内に請求しなければならない（特

１７３①）。審決が確定した日から３年を経過した後は、再審を請求することができない（特１７３④）。

よって、以下の期間内に再審請求ができることになる。

➋ 再審の請求期間

再審は、請求人が取消決定又は審決の確定後再審の理由を知った日から３０日以内に請求しなけ

ればならない（特１７３①）。取消決定又は審決が確定した日から３年を経過した後は、再審を請求

することができない（特１７３④）。よって、以下の期間内に再審請求ができることになる。

１６５頁 １０行目～１６行目 請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、特許法

１７３条１項の再審請求期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があったことを知った

日の翌日から起算する（特１７３③）。このように、審決確定前から起算する場合がある。なお、審

決確定前に知った場合は、審決取消訴訟（特１７８）を提起すべきである。

再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、特許法１７３条４項に規定の期間は、その理由が

発生した日の翌日から起算する（特１７３⑤）。

請求人が法律の規定に従って代理されなかったことを理由として再審を請求するときは、特許法

１７３条１項の再審請求期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があった

ことを知った日の翌日から起算する（特１７３③）。このように、審決確定前から起算する場合があ

る。なお、審決確定前に知った場合は、審決取消訴訟（特１７８）を提起すべきである。

再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、特許法１７３条４項に規定の期間

は、その理由が発生した日の翌日から起算する（特１７３⑤）。

１６５頁 下から１４行目

～下から６行目

審判の規定に関する平成２３年法改正に伴い、再審についても、これら審判の規定が準用される

こととなった（特１７４①②③）。具体的には、同改正により新設された特許法１６７条の２本文の規

定（審決の確定範囲）が拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用され（特１７４①）、同改

正による特許法１６７条の規定（審決の効力）及び特許法１６７条の２の規定が特許無効審判又は延長

登録無効審判の確定審決に対する再審に準用され（特１７４②）、同改正により新設された特許法１５

５条４項の規定（請求項ごとの訂正審判請求における請求の取下げ）及び特許法１６７条の２の規定

が訂正審判の確定審決に対する再審に準用されることとなった（特１７４③）。

審判の規定に関する平成２３年法改正に伴い、再審についても、これら審判の規定が準用される

こととなった（特１７４②③④）。具体的には、同改正により新設された特許法１６７条の２本文の規

定（審決の確定範囲）が拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用され（特１７４②）、同改

正による特許法１６７条の規定（審決の効力）及び特許法１６７条の２の規定が特許無効審判又は延長

登録無効審判の確定審決に対する再審に準用され（特１７４③）、同改正により新設された特許法１５

５条４項の規定（請求項ごとの訂正審判請求における請求の取下げ）及び特許法１６７条の２の規定

が訂正審判の確定審決に対する再審に準用されることとなった（特１７４④）。さらに、特許異議申

立ての規定に関する平成２６年法改正に伴い、再審（確定した取消決定に対する再審）についても、

その申立ての規定が準用されることとなった（平２６改正特１７４①新設）。

１６５頁 下から５行目～

１６６頁 ９行目

（３）再審により回復した特許権の効力の制限

無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審によ

り回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登

録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録

があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審

決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取

得した当該物には、及ばない（特１７５①）。

無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審によ

り回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登

録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録

があったときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる

行為には、及ばない（特１７５②）。

（３）再審により回復した特許権の効力の制限

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る

特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の

存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を

延長した旨の登録があった場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権

の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に、善意に輸入し、又は日本国

内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない（特１７５①）。

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る

特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があった特許出願若しくは特許権の

存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を

延長した旨の登録があったときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請

求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない（特１７５②）。
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１６６頁 下から１行目～

１６７頁 ９行目

特許法には、東京高等裁判所の専属管轄となる訴えの対象として、①審決に対する訴え及び②審

判若しくは再審の請求書の却下の決定又は③訂正の請求書（特１３４の２①）の却下の決定に対する

訴えが規定されている（特１７８①）。このうち、前記③の訂正の請求書の却下の決定に対する訴え

は、平成２３年法改正により、特許法１７８条１項の訴えの対象として新たに追加されたものである。

実用新案法では、特許法における訴えの対象のうち、前記①②の訴えが規定されている（実４７①）。

意匠法では、前記①②の訴えに加え、さらに④補正却下の決定に対する訴えが規定されている（意

５９①）。商標法では、前記①②④の訴えに加え、⑤取消決定に対する訴え及び⑥登録異議申立書の

却下の決定に対する訴えが規定されている（商６３①）。

特許法には、東京高等裁判所の専属管轄となる訴えの対象として、①審決に対する訴え及び②審

判若しくは再審の請求書の却下の決定又は③訂正の請求書（特１２０の５②・１３４の２①）の却下の

決定に対する訴えが規定されている（特１７８①）。このうち、前記③のうち特許無効審判での訂正

の請求書の却下の決定に対する訴えは、平成２３年法改正により、また特許異議申立てでの訂正の

請求書の却下の決定に対する訴えは、平成２６年法改正により、それぞれ特許法１７８条１項の訴えの

対象として新たに追加されたものである。実用新案法では、特許法における訴えの対象のうち、前

記①②の訴えが規定されている（実４７①）。意匠法では、前記①②の訴えに加え、さらに④補正却

下の決定に対する訴えが規定されている（意５９①）。商標法では、前記①②④の訴えに加え、⑤取

消決定に対する訴え及び⑥登録異議申立書の却下の決定に対する訴えが規定されている（商６３

①）。また、平成２６年法改正により、特許異議申立制度の創設に伴い、特許法において、⑤取消決

定に対する訴え、⑥特許異議申立書の却下の決定に対する訴え、及び③特許異議申立てでの訂正の

請求書（特１２０の５②）の却下の決定に対する訴えが、訴えの対象として追加された（平２６改正特

１７８①）。

１６７頁 図３－１８
⑤ 取消決定に対する訴え ― ― ― ○

⑥ 登録異議申立書却下決定

に対する訴え
― ― ― ○

⑤ 取消決定に対する訴え ○ ― ― ○

⑥ 異議申立書却下決定

に対する訴え
○ ― ― ○

１６７頁 下から８行目～

下から５行目

❶ 原告適格・審理対象・出訴期間

審決取消訴訟の原告適格は、①当事者、②参加人及び③当該審判及び再審に参加を申請してその

申請を拒否された者である（特１７８②、実４７②・意５９②・商６３②〔以上、準特１７８②〕）。

❶ 原告適格・審理対象・出訴期間

審決取消訴訟の原告適格は、①当事者、②参加人又は③当該特許異議申立てについての審理、審

判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者である（特１７８②、実４７②・意５９②・

商６３②〔以上、準特１７８②〕）。

１６９頁 ３行目～９行目 審判官は、特許法１８１条１項による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、さらに審理

を行い、審決又は決定をしなければならない（特１８１②前段）。この場合において、審決の取消し

の判決が、特許法１３４条の２第１項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項につい

て確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項につい

ての審決を取り消さなければならない（特１８１②後段）。この特許法１８１条２項後段は、平成２３年

法改正により追加された規定である。

審判官は、特許法１８１条１項による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、さらに審理

を行い、審決又は決定をしなければならない（特１８１②前段）。この場合において、審決又は決定

の取消の判決が、特許法１２０条の５第２項又は１３４条の２第１項の訂正の請求がされた一群の請求

項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項

のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない（特１８１②後段）。こ

の特許法１８１条２項後段は、平成２３年法改正により追加された規定であり、平成２６年法改正によ

り、特許異議の申立てにおける訂正請求の場合も加えられた。

１７０頁 下から９行目～

下から８行目

国際特許出願については、特許法４３条・４３条の２の規定は、適用しない（特１８４の３②）。 国際特許出願については、特許法４３条（特４３の２②・４３の３③で準用の場合も含む）の規定は、

適用しない（特１８４の３②）。
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１７７頁 ７行目～１３行目 要約書の補正時期は、原則として優先日から１年３ヶ月以内である（特１８４の１２③）。ただし、

以下の３つの要件を満たす場合には、優先日から１年３ヶ月以内であっても、出願審査の請求の後

は、要約書の補正はできない（特１８４の１２③かっこ書）。

(a) 翻訳文（特１８４の４①）が提出された外国語特許出願であること

(b) 国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあったこと

(c) 国際公開がされたこと

要約書の補正時期は、平成２６年法改正により、従前に特例規定のあった特許法１８４条の１２第３

項が削除されたため、同改正特許法１７条の３の規定が適用されることとなる。具体的には、経済

産業省令で定める期間内に限り、要約書を補正できる。

１７９頁 図４－６

通常の特許出願 出願と同時 出願から３０日以内 通常の特許出願 出願と同時
出願から３０日以内
※ 不責事由による追完可（特３０④）

１８０頁 下から３行目～

１８１頁 ４行目

➒ 拒絶・無効理由の特例

外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、特許法４９条６号並びに特許法１

２３条１項１号及び５号中「外国語書面出願」とあるのは「特許法１８４条の４第１項の外国語特許出

願」と、特許法４９条６号及び１２３条１項５号中「外国語書面」とあるのは「特許法１８４条の４第１

項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする（特１８４の１８、実４８の１

４で無効理由の特例）。

➒ 拒絶・無効理由の特例

外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、特許法４９

条６号、１１３条１号及び５号並びに特許法１２３条１項１号及び５号中「外国語書面出願」とあるの

は「特許法１８４条の４第１項の外国語特許出願」と、特許法４９条６号、１１３条５号及び１２３条１項

５号中「外国語書面」とあるのは「特許法１８４条の４第１項の国際出願日における国際出願の明細

書、請求の範囲又は図面」とする（特１８４の１８、実４８の１４で無効理由の特例）。

１８１頁 ７行目～１２行目 ➓ 訂正の特例

外国語特許出願に係る特許法１３４条の２第１項による訂正及び訂正審判の請求については、特許

法１２６条５項中「外国語書面出願」とあるのは「特許法１８４条の４第１項の外国語特許出願」と、

「外国語書面」とあるのは「特許法１８４条の４第１項の国際出願日における国際出願の明細書、請

求の範囲又は図面」とする（特１８４の１９）。

➓ 訂正の特例

外国語特許出願に係る特許法１２０条の５第２項及び１３４条の２第１項による訂正及び訂正審判

の請求については、特許法１２６条５項中「外国語書面出願」とあるのは「特許法１８４条の４第１項

の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「特許法１８４条の４第１項の国際出願日におけ

る国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする（特１８４の１９）。

１８２頁 下から８行目～

下から５行目

➌ 登録料の納付期限（実４８の１２）

登録料の納付期限は、国内書面提出期間内（国内処理の請求をした場合はその請求時まで）であ

る。実用新案法３２条における納付期限の実用新案登録出願と同時と異なる。

➌ 登録料の納付期限（実４８の１２）

登録料の納付期限は、国内書面提出期間内（国内処理の請求をした場合はその請求時まで）であ

る。実用新案法３２条における納付期限の実用新案登録出願と同時（請求による延長及び不責事由

による追完可能〔実３２③④〕）と異なる。

１８７頁 下から９行目～

下から７行目

➓ 商標権の放棄の特例

国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる（商６８の２５①）。

➓ 商標権の放棄の特例

国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる（商６８の２５①）。この場合、

当該放棄による消滅は、登録しなければ、その効力を生じない（商６８の２６①）。なお、平成２６年

法改正により、商標権の登録の効果の特例として規定する商標法６８条の２６第１項に、「信託による

変更」が追加されため、国際登録に基づく商標権の信託による変更は、登録しなければ効力を生じ

ない。

１８８頁 ７行目～８行目 国際商標登録出願は、通常出願の手続補正（商６８の４０）の規定は適用されない（商６８の２８②）。 国際商標登録出願は、商標の詳細な説明とみなされた事項（平２６改正商６８の９②）を除き、通

常出願の手続補正（商６８の４０）の規定は適用されない（平２６改正商６８の２８②）。
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１８８頁 下から６行目～

下から４行目

(a) 商標登録出願が国際登録の取り消された日から３ヶ月以内にされたもの

(b) 商標が国際登録の対象であった商標と同一

(c) 指定商品・役務が国際登録で指定されていた商品・役務の範囲に包含する

(a) 商標登録出願が国際登録の取り消された日から３ヶ月以内にされたもの

(b) 商標が国際登録の対象であった商標と同一

(c) 指定商品・役務が国際登録で指定されていた商品・役務の範囲に包含する

(a)の要件については、平成２６年法改正により、不責事由による追完規定が新設され（商６８の３

２⑥）、それによる出願は、(a)の期間が満了する時にされたものとみなされる（商６８の３２⑦）。

１８９頁 １４行目～１６行目 (a) 商標登録出願が廃棄の効力が生じた日から２年以内にされたもの

(b) 商標が国際登録の対象であった商標と同一

(c) 指定商品・役務が国際登録で指定されていた商品・役務の範囲に包含する

(a) 商標登録出願が廃棄の効力が生じた日から２年以内にされたもの

(b) 商標が国際登録の対象であった商標と同一

(c) 指定商品・役務が国際登録で指定されていた商品・役務の範囲に包含する

(a)の要件については、平成２６年法改正により、商標法６８条の３２第６項及び７項が準用されて、

不責事由による追完が認められ、それによる出願は、(a)の期間が満了する時にされたものとみな

される（商６８の３３②）。

１９０頁 図４－１２
商６８の３４② 商１５三【＝６①②違反】、６８の３２①②、６８の３３①②要件違反 商６８の３４② 商１５三【＝５⑤・６①②違反】、６８の３２①②、６８の３３①②要件違反

１９１頁 下から１１行目

～下から３行目

（１）防護標章の商標規定の準用

防護標章については、特にその性質に反しない限りにおいて商標に関する規定を準用している。

出願に関して、商標法３条・４条（登録要件）等は準用していない（商６８①）。これは、商標法６

４条が防護標章登録の要件だからである。審査に関して、商標法６４条違反のみが拒絶理由となる。

また、商標権に関する規定を準用する（商６８③）。登録異議の申立て・審判に関して、商標法６４

条違反のみが異議理由であり、商標法６４条違反と後発的な商標法６４条違反のみが無効理由である

（商６８④）。再審及び訴訟に関する規定をすべて準用している（商６８⑤）。商標法５３条の３の審判

の規定も準用している。

（１）防護標章の商標規定の準用

防護標章については、特にその性質に反しない限りにおいて商標に関する規定を準用している。

出願に関して、商標法３条・４条（登録要件）等は準用していない（商６８①）。これは、商標法６

４条が防護標章登録の要件だからである。防護標章における審査、登録異議の申立て及び審判に関

しては、商標における規定が読替準用される。そのため、防護標章登録出願・防護標章登録につい

ての拒絶理由、異議理由及び無効理由については、それぞれ後掲の図４-１４に示す通りとなる（商

６８②④）。また、商標権に関する規定を準用する（商６８③）。再審及び訴訟に関する規定をすべて

準用している（商６８⑤）。商標法５３条の３の審判の規定も準用している。

１９６頁 図４－１５ （ 図の欄外に注を追加 ） ※ 商４１①・６５の８①②の場合は、不責事由による追完可（平２６改正商４１④・６５の８④）

１９８頁 ３行目～５行目 平成２３年法改正により、二以上の請求項に係る特許について請求項ごとに訂正審判請求及び訂

正請求が可能となったため、その効果を規定する特許法１２８条（特１３４の２⑨で準用する場合も含

む）の適用が特許法１８５条に追加された。

平成２３年法改正により、二以上の請求項に係る特許について請求項ごとに訂正審判請求及び訂

正請求が可能となったため、その効果を規定する特許法１２８条（特１３４の２⑨で準用する場合も含

む）の適用が特許法１８５条に追加された。また、平成２６年法改正により、特許異議申立てにおける

訂正請求についての効果（特１２０の５⑨・準特１２８）のほか、取消決定が確定したときの特許権の

遡及消滅（特１１４③、再審で準用の場合も含む）の適用についても、特許法１８５条に追加された。

１９９頁 １６行目～１７行目 これは、登録商標に類似する商標がいわゆる色違い類似商標を含まないことであり、対象規定は

商標法３７条１号又は５１条１項の２つである。

これは、登録商標に類似する商標がいわゆる色違い類似商標を含まないことであり、対象規定は

商標法３７条１号又は５１条１項の２つである。

平成２６年法改正により、色彩のみからなる商標が保護対象となった関係から、色彩のみからな

る登録商標については、商標法７０条１項～３項の規定は適用されない（平２６改正商７０④新設）。
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１９９頁 下から１２行目

～下から７行目

❶ 証明等の請求

何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若

しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載し

た書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を

保持する必要があると認めるときは、この限りでない（特１８６①）。

❶ 証明等の請求

何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若

しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載し

た書類の交付を請求することができる。ただし、所定の書類については、特許庁長官が秘密を保持

する必要があると認めるときは、この限りでない（特１８６①）。

１９９頁 下から２行目～

下から１行目

また、意匠法及び商標法においても、証明等の請求に関する同様の規定がある（意６３、商７２）。 また、意匠法及び商標法においても、証明等の請求に関する同様の規定がある（意６３、商７２）。

なお、平成２６年法改正により、音の商標等を想定した物件提出義務を課す商標法５条４項の物件

の閲覧又は謄写の請求が追加された（商７２①）。この物件の閲覧又は謄写の請求には、所定の手数

料の納付が必要となる（商７６①十）。

２００頁 １６行目～

２０１頁 ３行目、
➌ 特許公報

特許公報には、特許法に規定のもののほか次に掲げる事項を掲載しなければならない（特１９３②

〔実５３②で特１９３②四～六・八・九を準用〕）。

(a) 出願公開後における①拒絶査定、②特許出願の放棄・取下げ・却下、③特許権の存続期間

の延長登録の出願の取下げ（特１９３②一）

(b) 出願公開後における特許を受ける権利の承継（特１９３②二）

(c) 出願公開後における特許法１７条の２第１項による願書に添付した明細書、特許請求の範囲

又は図面の補正（特１７の２①但書各号によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によ

るものに限る）（特１９３②三）

(d) 特許権の消滅（存続期間の満了によるもの及び特１１２④又は⑤によるものを除く）又は回

復（特１１２の２②によるものに限る）（特１９３②四）

(e) 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ（特１９３②五）

(f) 審判又は再審の確定審決（特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る）（特１９３

②六）

(g) 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容（訂正をすべき旨の

確定した決定又は確定審決があったものに限る）（特１９３②七）

(h) 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定（特１９３②八）

(i) 特許法１７８条１項の訴えについての確定判決（特許権の設定の登録又は出願公開がされた

ものに限る〔特１９３②六の条件と同じ〕）（特１９３②九）

➌ 特許公報

特許公報には、特許法に規定のもののほか次に掲げる事項を掲載しなければならない（特１９３②

〔実５３②で特１９３②五～七・九・十を準用〕）。

(a) 出願公開後における①拒絶査定、②特許出願の放棄・取下げ・却下、③特許権の存続期間

の延長登録の出願の取下げ（特１９３②一）

(b) 出願公開後における特許を受ける権利の承継（特１９３②二）

(c) 出願公開後における特許法１７条の２第１項による願書に添付した明細書、特許請求の範囲

又は図面の補正（特１７の２①但書各号によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によ

るものに限る）（特１９３②三）

(d) 出願審査の請求（特４８の３⑤〔特４８の３⑦で準用の場合を含む〕の取下擬制後の正当理由

による審査請求）（特１９３②四）

(e) 特許権の消滅（存続期間の満了によるもの及び特１１２④又は⑤によるものを除く）又は回

復（特１１２の２②によるものに限る）（特１９３②五）

(f) 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ（特１９３②六）

(g) 特許異議申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しく

は確定審決（特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る）（特１９３②七）

(h) 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容（訂正をすべき旨の

確定した決定又は確定審決があったものに限る）（特１９３②八）

(i) 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定（特１９３②九）

(j) 特許法１７８条１項の訴えについての確定判決（特許権の設定の登録又は出願公開がされた

ものに限る〔特１９３②七の条件と同じ〕（特１９３②十）

２０１頁 ４行目～９行目 特許法１９３条２項１号は出願人の不利益に終わった場合である。この規定の趣旨は、補償金請求

権は遡及的に消滅し出願発明は自由に利用可能となるため、その事実を公表するものである。国際

特許出願では「出願公開」を「国際公開」（日本語特許出願）又は「国内公表」（外国語特許出願）

と読み替える（特１８４の９⑤）。特許法１９３条２項１号以外に、同項２号・６号・９号も同様であ

る。

特許法１９３条２項１号は出願人の不利益に終わった場合である。この規定の趣旨は、補償金請求

権は遡及的に消滅し出願発明は自由に利用可能となるため、その事実を公表するものである。国際

特許出願では「出願公開」を「国際公開」（日本語特許出願）又は「国内公表」（外国語特許出願）

と読み替える（特１８４の９⑤）。特許法１９３条２項１号以外に、同項２号・７号・１０号も同様であ

る。
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２０１頁 １５行目～２２行目 特許法１９３条２項３号中の特許法１７条の２第１項但書各号の規定は、拒絶理由通知を受けた後審

判請求時補正も含む。公開後の補正を公報に掲載する。拒絶理由通知後は誤訳訂正のみ公報掲載す

る。国際特許出願では、「国際公開がされた国際特許出願に係る……」と読み替える（特１８４の９

⑦）。

特許法１９３条２項４号は同項各号の中でも唯一特許法１８５条が適用される。特許権の消滅につい

て、存続期間の満了による場合と次の(a)(b)の場合は公開されず、また特許権の承継も公開されな

い。次の⒞の場合に限り、特許権の回復は公開される。（特１９３②四かっこ書）

特許法１９３条２項３号中の特許法１７条の２第１項但書各号の規定は、拒絶理由通知を受けた後審

判請求時補正も含む。公開後の補正を公報に掲載する。拒絶理由通知後は誤訳訂正のみ公報掲載す

る。国際特許出願では、「国際公開がされた国際特許出願に係る……」と読み替える（特１８４の９

⑦）。

平成２６年法改正により、審査請求期間（原則特許出願から３年間）の徒過に正当な理由がある

場合に一定期間内に限り当該請求が可能となった（特４８の３⑤⑦）関係から、当該出願審査の請

求が特許公報の掲載事項とされた（平２６改正特１９３②四新設）。これは、第三者に不当な不利益を

与えないように、当該出願審査の請求があった旨を知らせるためである。なお、審査請求期間徒過

について記載した特許公報の発行後から当該請求について記載した特許公報の発行前までの間に

当該特許出願に係る発明の実施を行った第三者が不当に権利侵害に問われることのないよう、当該

特許出願について特許権の設定登録があったときは、当該第三者に当該特許権の通常実施権が付与

される（平２６改正特４８の３⑧）。

特許法１９３条２項５号は同項各号の中でも唯一特許法１８５条が適用される。特許権の消滅につい

て、存続期間の満了による場合と次の(a)(b)の場合は公開されず、また特許権の承継も公開されな

い。次の(c)の場合に限り、特許権の回復は公開される。（特１９３②五かっこ書）

２０１頁 下から５行目～

下から１行目

特許法１９３条２項７号は訂正請求による場合も含む。訂正請求後に無効審判請求取下げの場合、

訂正請求も取下げとされるので、公報掲載はない。

実用新案法５３条２項で準用する特許法１９３条２項４号～６号・８号・９号のうち６号・９号では、

常に公報掲載される。必ず設定登録される国際実用新案登録出願に係る国内処理の請求は公報掲載

事項ではない。

特許法１９３条２項８号は訂正請求による場合も含む。訂正請求後に無効審判請求取下げの場合、

訂正請求も取下げとされるので、公報掲載はない。

実用新案法５３条２項で準用する特許法１９３条２項５号～７号・９号・１０号のうち７号・１０号で

は、常に公報掲載される。必ず設定登録される国際実用新案登録出願に係る国内処理の請求は公報

掲載事項ではない。

２０２頁 下から６行目～

下から３行目

➎ 書類の提出

特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため

必要な書類その他の物件の提出を求めることができる（特１９４①〔実・意・商で準用、なお実では

審査を実用新案技術評価と読替え〕）。

➎ 書類の提出

特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外

の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる（特１９４①〔実・意・

商で準用、なお実では審査を実用新案技術評価と読替え〕）。

２０３頁 ９行目～１２行目 (a) 特許法３９条６項による協議命令（特１９５⑨一）

(b) 特許法４８条の７による情報記載通知（特１９５⑨二）

(c) 特許法５０条による拒絶理由通知（特１９５⑨三）

(d) 特許法５２条２項による査定の謄本の送達（特１９５⑨四）

(a) 特許法３９条６項による協議命令（特１９５⑨一）

(b) 特許法４８条の７による情報記載通知（特１９５⑨二）

(c) 特許法５０条による拒絶理由通知（特１９５⑨三）

(d) 特許法５２条２項による査定の謄本の送達（特１９５⑨四）

この手数料の返還請求については、不責事由による追完が可能となった（平２６改正特１９５⑬新

設）。実用新案法、意匠法及び商標法でも、同趣旨の改正がなされた（平２６改正実５４の２⑫、意６

７⑨、商７６⑨）。
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２０３頁 下から５行目～

２０４頁 １行目

（５）行政不服審査法による不服申立ての制限

査定又は審決、審判若しくは再審の請求書又は特許無効審判での訂正の請求書（特１３４の２①）

の却下の決定、特許法の規定で不服申立不可とされている処分は、行政不服審査法による不服申立

てをすることができない（特１９５の４〔実・意・商でも準用〕）。平成２３年法改正により、訂正の

請求書の却下の決定も本規定による不服申立ての制限に加えられた。

（５）行政不服審査法による不服申立ての制限

査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は特許異議申立て若

しくは特許無効審判での訂正の請求書（特１２０の５②・１３４の２①）の却下の決定、特許法の規定

で不服申立不可とされている処分は、行政不服審査法による不服申立てをすることができない（特

１９５の４〔実・意・商でも準用〕）。平成２３年法改正により無効審判での訂正の請求書の却下の決

定が、また平成２６年法改正により取消決定及び特許異議申立書若しくは特許異議申立てでの訂正

の請求書の却下の決定が、本規定による不服申立ての制限に加えられた。

２０４頁 下から４行目～

下から１行目
著作権法では、財産権か人格権かの権利の種類や、みなし侵害行為によって、刑罰の軽重が異な

る（著１１９①②）。

以上知的財産法６法における侵害罪に関連する罰則の刑罰は図４-１８の通りである。

著作権法では、財産権か人格権かの権利の種類や、みなし侵害行為によって、刑罰の軽重が異な

る（著１１９①②）。なお、平成２４年法改正により、違法ダウンロードの刑事罰規定が整備された（著

１１９③、「第６章 ７（１）➊著作権法１１９条・１２４条――罰則改正」参照）。この法定刑は、２年

以下の懲役若しくは２００万円以下の罰金又は併科である（著１１９③）。

以上知的財産法６法における侵害罪に関連する罰則の刑罰は図４-１８の通りである（著１１９③等

の例外を除く）。

２０５頁 ２行目～７行目 ❶ 詐欺行為罪

詐欺の行為により、特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、３年以下の懲役

又は３００万円以下の罰金に処する（特１９７、実５７・意７０・商７９も同趣旨の規定）。

特許・延長登録・審決を受けた場合の三態様以外について詐欺行為をしても罪にならない。例

えば、詐欺で判定を受けても詐欺罪にはならない。

❶ 詐欺行為罪

詐欺の行為により、特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又

は審決を受けた者は、３年以下の懲役又は３００万円以下の罰金に処する（特１９７、実５７・意７０・

商７９も同趣旨の規定）。

特許・延長登録・異議決定・審決を受けた場合の四態様以外について詐欺行為をしても罪になら

ない。例えば、詐欺で判定を受けても詐欺罪にはならない。

２０６頁 １０行目～１５行目 ➌ 偽証罪

特許法の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託裁判所に対し、虚

偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、３ヶ月以上１０年以下の懲役に処する（特１９９①）。この罪

を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減

軽し、又は免除することができる（特１９９②）

➌ 偽証罪

特許法の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託裁判所に対し、虚

偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、３ヶ月以上１０年以下の懲役に処する（特１９９①）。この罪

を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決

が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる（特１９９②）。

２０６頁 下から３行目～

下から１行目

本罪は、親告罪である（告訴なしに公訴提起ができない）（特２００の２②）。産業財産権４法の

うちでは本罪だけが親告罪である。日本国外で本罪を犯したものにも適用される（特２００の２③）。

本罪は、親告罪である（告訴なしに公訴提起ができない）（特２００の２②）。産業財産権４法に

規定の罪（刑罰）のうちでは本罪だけが親告罪である。日本国外で本罪を犯したものにも適用され

る（特２００の２③）。
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２０８頁 下から２行目～

２０９頁 ４行目

過料は秩序罰であり、懲役・罰金（刑罰）ではない。特許法２０２条に規定の証拠調べ・証拠保全

は審判（特１５１）のみならず、判定（準特７１③）及び再審（準特１７４①～③）における場合も含む。

特許法２０３条・２０４条については、正当な理由がある場合は過料に処されない。特許法２０３条・２０

４条に規定されるこの法律の規定との文言より判定等の違反行為にも適用される。特許法２０２条～

２０４条において過料の額はすべて１０万円以下であることが共通している。

過料は秩序罰であり、懲役・罰金（刑罰）ではない。特許法２０２条に規定の証拠調べ・証拠保全

は審判（特１５１）のみならず、判定（特７１③）、特許異議の申立てについての審理（特１２０）及び

再審（特１７４①～④）における場合も含む。特許法２０３条・２０４条については、正当な理由がある

場合は過料に処されない。特許法２０３条・２０４条に規定されるこの法律の規定との文言より判定等

の違反行為にも適用される。特許法２０２条～２０４条において過料の額はすべて１０万円以下であるこ

とが共通している。

６ ジュネーブ改正協定に基づく特例

平成２６年法改正により、意匠法において、ジュネーブ改正協定（意匠の国際登録に関するハー

グ協定のジュネーブ改正協定）に基づき複数国に対して意匠を一括出願するための規定が整備さ

れ、併せて国際登録に基づき我が国における保護を求める国際意匠登録出願に関し、協定に基づき

適切に審査等するための規定が整備された（平２６改正意６０の３～６０の２３新設）。

具体的な改正内容としては、以下の通りである。

(a) 特許庁長官を通じた意匠に係る国際登録出願に関する手続（意匠法第６章の２ 第１節）

(b) 国際登録に基づき我が国における保護を求める国際意匠登録出願に関する手続（意匠法第

６章の２ 第２節等）

【改正により整備された手続例】

(i) 我が国に保護を求める国際出願（日本国を指定締約国とする）については、協定に基づき

国際登録及び国際公表がなされたものを、その国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす

（意６０の６①）。

(ii) 複数意匠を含む国際出願については、意匠ごとにされた意匠登録出願とみなす（意６０の

６②）。

(iii) 国際公表が前提であるため、秘密意匠制度（意１４）は適用しない（意６０の９）。

(iv) 意匠の設定登録前にその意匠が国際公表されることによる模倣被害を防ぐべく、（特許法

に倣い）補償金請求権制度を設けた（意６０の１２）。

(c) 特許庁を通じて意匠に係る国際登録出願をする場合等の手数料を定める（意６７①四等）



- 26 / 33-

２５１頁 ５行目～９行目 また、ＰＣＴ規則７０.１６(b)の改正により、従来から添付することとなっていた「国際出願の開示

の範囲を超えてされた補正」に関する差替え用紙に加えて、当該用紙に関連する書簡、「補正の根

拠を表示する書簡が提出されなかったことにより考慮されなかった補正」の差替え用紙及び当該用

紙に関連する書簡も新たに国際予備審査報告に添付することとなった。

また、ＰＣＴ規則７０.１６(b)の改正により、従来から添付することとなっていた「国際出願の開示

の範囲を超えてされた補正」に関する差替え用紙に加えて、当該用紙に関連する書簡、「補正の根

拠を表示する書簡が提出されなかったことにより考慮されなかった補正」の差替え用紙及び当該用

紙に関連する書簡も新たに国際予備審査報告に添付することとなった。

➍ ２０１２年７月１日発効のＰＣＴ規則等の改正

本改正の内容（概略）は、以下の４点である。

(ｱ) 電子図書館からの優先権書類取得の請求期限の緩和（ＰＣＴ規１７.１（bの２）の改正）

(ｲ) 引用による補充の手続に関する規定の明確化（ＰＣＴ規２０.７(b)）

(ｳ) ＰＣＴ最小限資料への中国文献の追加（ＰＣＴ規３４.１の改正）

(ｴ) 災害等に起因する期間徒過後の手続に関する救済規定（ＰＣＴ規８２.２、８２の４）

➎ ２０１３年１月１日発効のＰＣＴ規則等の改正

本改正の内容（概略）は、以下の２点である（米国特許法改正に伴う改正）。

(ｱ) 願書等の発明者が出願する場合の署名規定の削除（ＰＣＴ規４.１５、５３.８及び９０の２.５）

(ｲ) 各国が出願人に要求可能な国内的要件のうち発明者が出願する場合の要件改正（ＰＣＴ規５

１の２.１及び５１の２.２）

➏ ２０１４年７月１日発効のＰＣＴ規則等の改正

本改正の内容（概略）は、以下の２点である。

(ｱ) 国際予備審査機関におけるトップアップ調査の導入（ＰＣＴ規６６の改正）

(ｲ) 国際調査機関が作成する見解書の国際公開時における公開（ＰＣＴ規４４の３の改正）

２７３頁 １０行目～２１行目 (ｹ) 技術的保護手段

技術的保護手段とは、電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができな

い方法（電磁的方法）により、著作者人格権若しくは著作権又は実演家人格権若しくは著作隣接権

（以下、「著作権等」という）を侵害する行為の防止又は抑止（著作権等を侵害する行為の結果に

著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止）をする手段（著作権等を有する者の意思に基

づくことなく用いられているものを除く）であって、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送

の利用（著作者又は実演家の同意を得ないで行ったとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の

侵害となるべき行為を含む）に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、

レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信す

る方式によるものをいう（著２①二十）。

(ｹ) 技術的保護手段

技術的保護手段とは、電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができな

い方法（電磁的方法）により、著作者人格権若しくは著作権又は実演家人格権若しくは著作隣接権

（以下、「著作権等」という）を侵害する行為の防止又は抑止（著作権等を侵害する行為の結果に

著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止）をする手段（著作権等を有する者の意思に基

づくことなく用いられているものを除く）であって、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送

の利用（著作者又は実演家の同意を得ないで行ったとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の

侵害となるべき行為を含む）に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実

演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若

しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは

放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式

によるものをいう（平成２４年改正著２①二十）。
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２７３頁 下から８行目～

下から２行目

➌ 著作物の発行

著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、著作権

法２１条に規定する権利を有する者又はその許諾（著６３①による利用の許諾）を得た者若しくは著

作権法７９条の出版権の設定を受けた者によって作成され、頒布された場合（著２６・２６の２①又は

２６の３に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る）において、発行されたものとす

る（著３①）。

➌ 著作物の発行

著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、著作権

法２１条に規定する権利を有する者又はその許諾（著６３①による利用の許諾）を得た者若しくは著

作権法７９条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾（著８０③による複製の許諾）を得た

者によって作成され、頒布された場合（著２６・２６の２①又は２６の３に規定する権利を有する者の

権利を害しない場合に限る）において、発行されたものとする（著３①）。

２７４頁 ９行目～１６行目 ➍ 著作物の公表

著作物は、発行され、又は著作権法２２条～２５条に規定する権利を有する者若しくはその許諾を

得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信、口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合（建

築の著作物にあっては、著作権法２１条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって

建設された場合を含む）において、公表されたものとする（著４①）。

著作物は、著作権法２３条１項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によって送信可

能化された場合には、公表されたものとみなす（著４②）。

➍ 著作物の公表

著作物は、発行され、又は著作権法２２条～２５条に規定する権利を有する者若しくはその許諾（著

６３①による利用の許諾）を得た者若しくは著作権法７９条の出版権の設定を受けた者若しくはその

公衆送信許諾（著８０③による公衆送信の許諾）を得た者によって上演、演奏、上映、公衆送信、

口述若しくは展示の方法で公衆に提示された場合（建築の著作物にあっては、著作権法２１条に規

定する権利を有する者又はその許諾（著６３①による利用の許諾）を得た者によって建設された場

合を含む）において、公表されたものとする（著４①）。

著作物は、著作権法２３条１項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者若しくは著作権

法７９条の出版権の設定を受けた者若しくはその公衆送信許諾（著８０③による公衆送信の許諾）を

得た者によって送信可能化された場合には、公表されたものとみなす（著４②）。

２７４頁 下から３行目～

２７５頁 ６行目
（２）著作権法の適用範囲――保護を受ける著作物

著作物は、次のいずれかに該当するものに限り、著作権法による保護を受ける（著６）。

(a) 日本国民（わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人

を含む）の著作物

(b) 最初に国内において発行された著作物（最初に国外において発行されたが、その発行の日

から３０日以内に国内において発行されたものを含む）

(c) 前記(a)(b)に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

（２）著作権法の適用範囲――保護を受ける著作物・実演

著作物は、次のいずれかに該当するものに限り、著作権法による保護を受ける（著６）。

(a) 日本国民（我が国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人

を含む）の著作物

(b) 最初に国内において発行された著作物（最初に国外において発行されたが、その発行の日

から３０日以内に国内において発行されたものを含む）

(c) 前記(a)(b)に掲げるもののほか、条約により我が国が保護の義務を負う著作物

著作権法により保護を受ける実演として、従来から、国内において行われる実演等が規定されて

いる（著７一～七）が、視聴覚的実演に関する北京条約を締結するため、平成２６年法改正により、

同条約の締約国の国民又は当該締約国に常居所を有する者である実演家に係る実演が加えられた

（平成２６年改正著７八）。本改正は、俳優や舞踊家等が行う視聴覚的実演に関する国際的な保護制

度の改善を図るため、ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）において平成２４年６月に採択された視聴覚的

実演条約の締結に必要な措置を講じるために行われたことを趣旨とする。
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２８１頁 下から４行目～

２８２頁 ２０行目

著作者は、次の場合には、当該場合に掲げる行為について同意したものとみなされる（著１８③）。

(a) その著作物でまだ公表されていないものを行政機関（行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律〔以下、「行政機関情報公開法」という〕２条１項に規定する行政機関をいう。以下同

じ）に提供した場合（行政機関情報公開法９条１項の規定による開示する旨の決定の時まで

に別段の意思表示をした場合を除く）には、行政機関情報公開法の規定により行政機関の長

が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること（著１８③一）

(b) その著作物でまだ公表されていないものを独立行政法人等（独立行政法人等の保有する情報

の公開に関する法律〔以下、「独立行政法人等情報公開法」という〕２条１項に規定する独立

行政法人等をいう。以下同じ）に提供した場合（独立行政法人等情報公開法９条１項の規定

による開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く）には、独立行政法人

等情報公開法の規定により当該独立行政法人等が当該著作物を公衆に提供し、又は提示する

こと（著１８③二）

(c) その著作物でまだ公表されていないものを地方公共団体又は地方独立行政法人に提供した

場合（開示する旨の決定の時までに別段の意思表示をした場合を除く）には、情報公開条例

（地方公共団体又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利につい

て定める当該地方公共団体の条例をいう。以下同じ）の規定により当該地方公共団体の機関

又は地方独立行政法人が当該著作物を公衆に提供し、又は提示すること（著１８③三）

さらに、著作権法１８条１項の規定には、同条４項各号のいずれかに該当するときは適用しない

（著１８④）、という適用の例外がある。

著作者は、著作権法１８条３項各号の場合には、当該場合に掲げる行為について同意したものと

みなされる（著１８③）。

さらに、著作権法１８条１項の規定には、同条４項各号のいずれかに該当するときは適用しない

（著１８④）、という適用の例外がある。

なお、平成２４年法改正により、公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定が整備さ

れ（利用請求に係る規定の整備）、写しの交付（複製等）等について著作権者の公表権等が制限さ

れることとなった（平成２４年改正著１８③一～五・④一～八）。

２８３頁 ４行目～５行目 さらに、著作権法１９条１項の規定には、同条４項各号のいずれかに該当するときは適用しない

（著１９④）、という適用の例外がある。

さらに、著作権法１９条１項の規定には、同条４項各号のいずれかに該当するときは適用しない

（著１９④）、という適用の例外がある。なお、平成２４年法改正により、国立公文書館の長等が著作

物を公衆に提供等する場合（公文書管理法１６条等）の氏名表示権の制限に係る著作権法１９条４項

３号が追加された。

２８７頁 下から１４行目

～下から８行目

(b) 技術的保護手段の回避（技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変〔記録又は送

信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く〕を行うことにより、当該技

術的保護手段によって防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によって抑止さ

れる行為の結果に障害を生じないようにすることをいう）により可能となり、又はその結果

に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合（著３０①二）

(b) 技術的保護手段の回避（著作権法２条１項２０号に規定する信号の除去若しくは改変〔記録

又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く〕を行うこと又は同号

に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若

しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元〔著作権等を有する者の意思に基づいて行われ

るものを除く〕を行うことにより、当該技術的保護手段によって防止される行為を可能とし、

又は当該技術的保護手段によって抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることを

いう）により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を

知りながら行う場合（著３０①二） ※ 平成２４年法改正により、暗号方式による技術的保護

手段の回避を追加
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２８８頁 下から１１行目～

下から３行目

➋ 各種の著作権制限規定

著作権法３０条と同様に、著作権が制限される場合が規定されている。例えば、以下のようなも

のが挙げられる。これらは、平成２１年法改正がなされたところが多い。

(a) 図書館等における複製（著３１）（平２１法改正＝著３１①改正、著３１②新設）

(b) 教科用図書等への掲載（著３３）（平２１法改正）

(c) 教科用拡大図書等の作成のための複製等（著３３の２）（平２０・２１法改正）

(d) 視覚障害者等のための複製等（著３７）（平２１法改正）

(e) 聴覚障害者等のための複製等著（著３７の２）（平２１法改正）

➋ 各種の著作権制限規定

著作権法３０条と同様に、著作権が制限される場合が規定されている。例えば、以下のようなも

のが挙げられる。これらは、平成２１年法改正がなされたところが多い。

(a)図書館等における複製等（著３１）（平２１・２４法改正）

(b) 教科用図書等への掲載（著３３）（平２１法改正）

(c) 教科用拡大図書等の作成のための複製等（著３３の２）（平２０・２１法改正）

(d) 視覚障害者等のための複製等（著３７）（平２１法改正）

(e) 聴覚障害者等のための複製等（著３７の２）（平２１法改正）

さらに、コンテンツのデジタル化・ネットワーク化の進展に伴う著作物等の利用態様の多様化の

中での利用円滑化のため、平成２４年法改正により以下の規定が整備された。

・付随対象著作物の利用＝イラスト等偶然撮込み等のいわゆる「写り込み」（著３０の２）

・検討の過程における利用＝社内会議での他人のイラストの複製・配布等（著３０の３）

・技術の開発又は実用化のための試験の用に供するための利用（著３０の４）

・国立国会図書館による絶版等資料の自動公衆送信等のための利用（著３１③）

・公文書管理法等による保存等のための利用（著４２の３）

・情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用（著４７の９）

２９０頁 下から６行目～

下から１行目

(b) 行政機関情報公開法６条２項の規定、独立行政法人等情報公開法６条２項の規定又は情報公

開条例の規定で行政機関情報公開法６条２項の規定に相当するものにより行政機関の長、独

立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又

は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき（著９０の２

④二）

(b) 行政機関情報公開法６条２項の規定、独立行政法人等情報公開法６条２項の規定又は情報公

開条例の規定で行政機関情報公開法６条２項の規定に相当するものにより行政機関の長、独

立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人が実演を公衆に提供し、又

は提示する場合において、当該実演の実演家名の表示を省略することとなるとき（著９０の２

④二）

(c) 公文書管理法１６条１項の規定又は公文書管理条例の規定（同項の規定に相当する規定に

限る）により国立公文書館等の長又は地方公文書館等の長が実演を公衆に提供し、又は提示

する場合において、当該実演につき既にその実演家が表示しているところに従って実演家名

を表示するとき（著９０の２④三）
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２９５頁 １行目～

２９６頁 ５行目

５ 出版権と実施権

（１）出版権の設定・内容等

❶ 出版権の設定

複製権（著２１）を有する者（複製権者）は、その著作物を文書又は図画として出版することを

引き受ける者に対し、出版権を設定することができる（著７９①）。

複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾

を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする（著７９②）。

出版権は、複製権者の設定行為により実施（文書又は図画の出版）ができる点で、特許法におけ

る特許権に基づく実施権、具体的には、専用実施権（特７７）、通常実施権（特７８）と類似している。

➋ 出版権の内容

出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもって、その出版権の目的である著

作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を

専有する（著８０①）。

出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある

場合を除き、出版権の設定後最初の出版があった日から３年を経過したときは、複製権者は、著作

権法８０条１項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の編集物（その著作者の著作物のみ

を編集したものに限る）に収録して複製することができる（著８０②）。

出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない（著

８０③）。

出版権は、権利を専有（文書又は図画として複製する権利を専有）する点で、特許権に基づく専

用実施権（特７７）と類似している。

５ 出版権と実施権

近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴い、電子書籍が増加する一方で出版物が違法に複

製され、インターネット上にアップロードされた海賊版被害が増加していた。このため、平成２６

年法改正により、紙媒体による出版のみを対象とした従来の出版権制度が見直され、電子書籍に対

応した出版権が整備された。また、視聴覚的実演に関する国際的な保護強化のために、視聴覚的実

演に関する北京条約の実施に伴う規定も整備された。

（１）出版権の設定・内容等

❶ 出版権の設定

複製権（著２１）又は公衆送信権（著２３①）を有する者（複製権等保有者）は、その著作物につ

いて、文書若しくは図画として出版すること（記録媒体に記録された著作物の複製物による頒布を

含む）〔＝出版行為、例えば紙媒体による出版やＣＤ-ＲＯＭ等による出版〕又は記録媒体に記録さ

れた著作物の複製物を用いて公衆送信を行うこと〔＝公衆送信行為、例えばインターネット送信に

よる電子出版〕を引き受ける者に対し、出版権を設定することができる（著７９①）。

複製権等保有者は、その複製権又は公衆送信権を目的とする質権が設定されているときは、当該

質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする（著７９②）。

出版権は、複製権者の設定行為により実施（文書又は図画の出版）ができる点で、特許法におけ

る特許権に基づく実施権、具体的には、専用実施権（特７７）、通常実施権（特７８）と類似している。

➋ 出版権の内容

出版権者は、設定行為で定めるところにより、その出版権の目的である著作物について、次の権

利の全部又は一部を専有する（著８０①）。

(a) 頒布の目的をもって、原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画と

して複製（電磁的記録としての複製を含む）する権利（著８０①一）

(b) 原作のまま著作権法７９条１項の方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用

いて公衆送信を行う権利（著８０①二）

出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある

場合を除き、出版権の設定後最初の出版行為等（出版行為又は公衆送信行為）があった日から３

年を経過したときは、複製権等保有者は、著作権法８０条１項の規定にかかわらず、当該著作物に

ついて、全集その他の編集物（その著作者の著作物のみを編集したものに限る）に収録して複製し、

又は公衆送信を行うことができる（著８０②）。

出版権者は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、他人に対し、その出版権の目的である著

作物の複製又は公衆送信を許諾することができる（著８０③）。

出版権は、権利を専有（文書又は図画として複製する権利を専有）する点で、特許権に基づく専

用実施権（特７７）と類似している。
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２９６頁 ６行目～１７行目 ➌ 出版の義務

出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に

別段の定めがある場合は、この限りでない（著８１）。

(a) 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物

の引渡しを受けた日から６ヶ月以内に当該著作物を出版する義務（著８１一）

(b) 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務（著８１二）

➍ 著作物の修正増減

著作者は、その著作物を出版権者が改めて複製する場合には、正当な範囲内において、その著作

物に修正又は増減を加えることができる（著８２①）。

出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、予め

著作者にその旨を通知しなければならない（著８２②）。

➌ 出版の義務

第一号出版権者（著８０①一の権利に係る出版権者）は、その出版権の目的である著作物につき

次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない（著８１一）。

(a) 複製権等保有者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当

する物の引渡し、又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から６ヶ月以内に当該

著作物について出版行為を行う義務（著８１一イ）

(b) 当該著作物について慣行に従い継続して出版行為を行う義務（著８１一ロ）

第二号出版権者（著８０①二の権利に係る出版権者）は、その出版権の目的である著作物につき

次に掲げる義務を追う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない（著８１二）。

(a) 複製権等保有者からその著作物について公衆送信を行うために必要な原稿その他の原品又

はこれに相当する物の引渡し、又はその著作物に係る電磁的記録の提供を受けた日から６ヶ

月以内に当該著作物について公衆送信行為を行う義務（著８１二イ）

(b) 当該著作物について慣行に従い継続して公衆送信行為を行う義務（著８１二ロ）

➍ 著作物の修正増減

著作者は、(a)その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合又は(b)その著作者について第

二号出版権者が公衆送信を行う場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加

えることができる（著８２①）。

第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、

予め著作者にその旨を通知しなければならない（著８２②）。

２９６頁 下から１２行目

～２９７頁 ６行目

（２）出版権の存続期間・消滅の請求

❶ 出版権の存続期間

出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる（著８３①）。

出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があった日

から３年を経過した日において消滅する（著８３②）。

➋ 出版権の消滅の請求

出版権者が６ヶ月以内出版義務（著８１一）に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知し

てその出版権を消滅させることができる（著８４①）。

出版権者が継続出版義務（著８１二）に違反した場合において、複製権者が３ヶ月以上の期間を

定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、

出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる（著８４②）。

複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、その著作

物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、

当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害を予め賠償しない場合は、この限りでない（著８４③）。

著作権法８４条による出版権の消滅は、著作者の人格的利益の保護を目的としている。

（２）出版権の存続期間・消滅の請求

❶ 出版権の存続期間

出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる（著８３①）。

出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版行為等があ

った日から３年を経過した日において消滅する（著８３②）。

➋ 出版権の消滅の請求

出版権者が６ヶ月以内出版･公衆送信義務（著８１一イ･二イ）に違反したときは、複製権等保有

者は、出版権者に通知してそれぞれ出版権（著８０①一又は二の権利に係る出版権）を消滅せるこ

とができる（著８４①）。

出版権者が継続出版･公衆送信義務（著８１一ロ･二ロ）に違反した場合において、複製権等保有

者が３ヶ月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされ

ないときは、複製権等保有者は、出版権者に通知してそれぞれ出版権（著８０①一又は二の権利に

係る出版権）を消滅させることができる（著８４②）。

複製権等保有者である著作権者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、

その著作物の出版行為等を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることがで

きる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害を予め賠償しない場合は、この限りで

ない（著８４③）。

著作権法８４条による出版権の消滅は、著作者の人格的利益の保護を目的としている。
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２９７頁 ７行目～１１行目 （３）出版権の制限・譲渡等

出版権においては、著作権法３０条等の著作権者が受ける著作権の制限規定について読替準用さ

れている（著８６）。このため、出版権にも一定の制限がある。

出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とすることができる（著

８７）。

（３）出版権の制限・譲渡等

出版権においては、著作権法３０条等の著作権者が受ける著作権の制限規定について読替準用さ

れている（著８６①～③）。このため、出版権にも一定の制限がある。

出版権は、複製権等保有者の承諾を得た場合に限り、その全部又は一部を譲渡し、又は質権の目

的とすることができる（著８７）。

２９７頁 １２行目～１７行目 （４）出版権の登録

❶ 出版権の登録

次の事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない（著８８①）。

(a) 出版権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。次の⒝において同じ）、変

更若しくは消滅（混同又は複製権の消滅によるものを除く）又は処分の制限（著８８①一）

（４）出版権の登録

❶ 出版権の登録

次の事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない（著８８①）。

(a) 出版権の設定、移転（相続その他の一般承継によるものを除く。次の⒝において同じ）、変

更若しくは消滅（混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く）又は処分の

制限（著８８①一）

３０３頁 １７行目～１８行目 著作権法１１９条各項に規定する罰則の内容（侵害主体と刑罰）について、図６-６に示す。 著作権法１１９条１項及び２項に規定する罰則の内容（侵害主体と刑罰）について、図６-６に示

す。

３０３頁 図６－６ 図６-６ 著作権法１１９条各項の侵害主体・刑罰 図６-６ 著作権法１１９条１項及び２項の侵害主体・刑罰

３０３頁 下から３行目～

下から１行目

なお、著作権法における侵害罪についての罰則と、特許法その他の知的財産法における侵害罪に

ついての罰則との対比については、前述の「第４章 ５ 罰則」の図４-１８に示す通りである。

なお、著作権法１１９条１項及び２項に規定する侵害罪についての罰則と、特許法その他の知的財

産法における侵害罪についての罰則との対比については、前述の「第４章 ５ 罰則」の図４-１８に

示す通りである。

また、平成２４年法改正により、違法ダウンロード刑事罰化に係る規定が整備された（著１１９③）。

すなわち、私的使用目的の場合は原則として著作権者の許諾なく複製可能であるが、私的使用目的

であっても、違法にアップロードされたもの（海賊版）と知りながら、権利者に無断で、音楽、映

像をダウンロード（録音・録画）する行為は違法となる（著３０①三）。しかし、従来かかる違法行

為に対して刑事罰がなかった。そこで、私的使用の目的をもって、有償著作物等の著作権又は著作

隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知

りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者は、２年以下の懲役若しくは２００万円以下の罰

金に処し、又はこれを併科することとした（著１１９③）。この著作権法１１９条３項は、親告罪であ

る（著１２３）。

「有償著作物等」とは、録音又は録画された著作物又は実演等（著作権又は著作隣接権の目的と

なっているものに限る）であって、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの（その提供又

は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る）をいう。
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３０４頁 １行目～９行目 ➋ 著作権法１２０条の２

次のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する（著１２０の２）。

(a) 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置（当該装置の部品一式であって

容易に組み立てることができるものを含む）若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専

らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若し

くは貸与の目的をもって製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又

は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者（著１２０の２一）

➋ 著作権法１２０条の２

次のいずれかに該当する者は、３年以下の懲役若しくは３００万円以下の罰金に処し、又はこれを

併科する（著１２０の２）。

(a) 技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置（当該装置の部品一式であって容易

に組み立てることができるものを含む）若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らそ

の機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは

貸与の目的をもって製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当

該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為（当該装置又は当該プログラムが

当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、著作権等を侵害する行為を技術的保護

手段の回避により可能とする用途に供するために行うものに限る）をした者（著１２０の２一）

※ 平成２４年法改正により、法の規制対象（技術的保護手段の範囲）を拡大し、ＤＶＤのコピ

ーガード機能の暗号化解除によりＤＶＤを複製することを規制

３３４頁 参考文献一覧 （ 追 加 ） ・特許庁編・平成２６年特許法等の一部を改正する法律について〔平成２６年度特許法等改正説明会

テキスト〕（２０１４年）

３３４頁 参考文献一覧 ・文化庁編・著作権制度の解説資料―最近の法改正等について

（文化庁ＨＰ〔http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_３.html〕）

・文化庁編・著作権制度の解説資料―最近の法改正等について

（文化庁ＨＰ〔http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_５.html〕）

（２０１２年７月１日 第１版 第１刷 対応）


